
新温泉町告示第26号

第97回（令和元年12月）新温泉町議会定例会を、次のとおり招集する。

令和元年11月29日

新温泉町長 西 村 銀 三

１ 期 日 令和元年12月４日 午前９時

２ 場 所 新温泉町議会議事堂

○開会日に応招した議員

池 田 宜 広君 平 澤 剛 太君

河 越 忠 志君 重 本 静 男君

浜 田 直 子君 森 田 善 幸君

太 田 昭 宏君 竹 内 敬一郎君

阪 本 晴 良君 岩 本 修 作君

中 村 茂君 宮 本 泰 男君

中 井 次 郎君 谷 口 功君

小 林 俊 之君 中 井 勝君

○応招しなかった議員

な し
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令和元年 第97回（定例）新 温 泉 町 議 会 会 議 録（第１日）

令和元年12月４日（水曜日）

議事日程（第１号）

令和元年12月４日 午前９時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸報告

日程第４ 一般質問

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸報告

日程第４ 一般質問

（１）３番 河越 忠志君

（２）８番 竹内敬一郎君

（３）10番 岩本 修作君

（４）６番 森田 善幸君

出席議員（16名）

１番 池 田 宜 広君 ２番 平 澤 剛 太君

３番 河 越 忠 志君 ４番 重 本 静 男君

５番 浜 田 直 子君 ６番 森 田 善 幸君

７番 太 田 昭 宏君 ８番 竹 内 敬一郎君

９番 阪 本 晴 良君 10番 岩 本 修 作君

11番 中 村 茂君 12番 宮 本 泰 男君

13番 中 井 次 郎君 14番 谷 口 功君

15番 小 林 俊 之君 16番 中 井 勝君

欠席議員（なし）

欠 員（なし）
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事務局出席職員職氏名

局長 仲 村 祐 子君 書記 東 康次郎君

説明のため出席した者の職氏名

町長 西 村 銀 三君 副町長 田 中 孝 幸君

教育長 西 村 松 代君 温泉総合支所長 太 田 信 明君

牧場公園園長 藤 本 喜 龍君 総務課長 井 上 弘君

企画課長 岩 垣 廣 一君 税務課長 長谷阪 仁 志君

町民安全課長 西 村 徹君 健康福祉課長 中 田 剛 志君

商工観光課長 水 田 賢 治君 農林水産課長 松 岡 清 和君

建設課長 山 本 輝 之君 上下水道課長 北 村 誠君

町参事 土 江 克 彦君 浜坂病院事務長 吉 野 松 樹君

会計管理者 仲 村 秀 幸君 こども教育課長 長谷阪 治君

生涯教育課長 川 夏 晴 夫君 調整担当 谷 渕 朝 子君

議長挨拶

○議長（中井 勝君） 皆さん、おはようございます。

第９７回新温泉町議会定例会の開会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

師走に入り、冬の到来を実感する寒さになりました。来月、１月１７日には、阪神・

淡路大震災から２５年目を迎えます。県内各地で、記念事業や震災を風化させない取り

組みがなされており、県では今年度から自然災害の被災地で活動するボランティアを支

援する制度がスタートしております。９月の台風１９号で初めて適用され、この助成制

度を活用し、多くのボランティアが、長野県など被災地で家屋の泥かきなどを手伝って

いると聞いております。

本町議会は、９月に災害ボランティア活動に対する支援制度の構築を求める意見書を

政府関係機関に提出をいたしました。ことしの台風１９号、また近年の大規模自然災害

の状況を見ると、国規模でのボランティア支援制度が急務であると痛感いたしておりま

す。震災から２５年、震災を風化させないということは、単に忘れないということでは

なく、その経験と教訓を伝え、生かすことであります。

私たち兵庫県民として、また住民の福祉向上を負託されてる議員として、安全で安心

な社会づくりを推進し、災害による被害の軽減にも貢献していくことが責務であると思

いを強くしているところであります。

さて、本日は、第９７回新温泉町議会定例会の御案内を申し上げましたところ、議員

各位におかれましては、公私とも御多用の中、出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。

今期定例会には、令和元年度補正予算、条例の制定並びに改正など、重要な議案が提案

されております。なお、本日は行政施策全般についてお尋ねする一般質問を中心に議事
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を進めてまいりたいと存じます。

議員各位におかれましては、格別の御精励を賜り、慎重な御審議の上、適切な結論が

得られますようお願いいたしますとともに、議事の円滑な運営につきましても、格別の

御協力をお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。

町長挨拶

○町長（西村 銀三君） 議員の皆さん、おはようございます。

第９７回新温泉町議会定例会の開会に当たり、一言御挨拶申し上げます。

師走を迎え、ことしも残すところあとわずかとなりました。日ごとに寒さが増し、厳

しい冬の到来を身近に感じさせるきょうこのごろであります。

さて、本日は１２月定例会のお願いをいたしましたところ、議員各位におかれまして

は、御多忙中にもかかわりませず、御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。今期定例

会は、条例案８件、事件案４件、補正予算案１０件の合計２２件の議案を提案させてい

ただいております。また、会期中にも追加議案を上程させていただきたいと存じます。

一般質問につきましては、今期は１２名の方からいただいております。いずれも行政運

営に係る重要な案件でありますので、誠意を持って答弁をさせていただきます。

また、今般、新温泉町で計画されている風力発電施設につきまして、新聞報道にもあ

りましたが、兵庫県で国の来年度予算編成の提案において、経済産業省に認可手続を強

化し、地域住民の理解が得られない施設に厳格な対応をするよう求めるとされておりま

す。このことは、これまで議員各位の御理解をいただきながら、兵庫県へ強く働きかけ

をしてきたところであり、今後とも町としまして、兵庫県などの協力を得ながら、住民

の賛同が得られない、この風力発電施設の設置に明確に反対して、計画中止につなげて

まいりたいと考えております。

限られた会期の中で、御審議をお願いすることになりますが、議員の皆様には、慎重

審議をいただき、適切なる御議決を賜りますようお願い申し上げまして、開会の御挨拶

とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

午前９時０５分開会

○議長（中井 勝君） ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達しておりますので、

第９７回新温泉町議会定例会を開会いたします。

これから定例会１日目の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（中井 勝君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議規則第１２５条の規定により、議長において指名いたします。
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１番、池田宜広君、２番、平澤剛太君にお願いいたします。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○議長（中井 勝君） 日程第２、会期の決定についてをお諮りいたします。

会期等について、議会運営委員会が開かれておりますので、委員長から報告をお願い

します。

谷口委員長。

○議会運営委員会委員長（谷口 功君） 失礼いたします。議会運営委員会の報告をい

たします。

１１月２９日に開催をいたしました、協議の結果について御報告をいたします。

会期についてであります。本日、１２月４日から１２月１８日までの１５日間といた

しました。

提出される議案は、先ほど町長からも御報告がありましたとおり、合計２２件であり

ます。なお、追加提出議案といたしまして、事件案２件と、補正予算案１件の計３件が

提出される予定になっております。

議事日程につきましては、お手元に配付されている日程表のとおりであります。

以上、議会運営委員会の報告を終わります。

○議長（中井 勝君） ありがとうございました。

ただいま、議会運営委員長から報告がありましたとおりの会期で御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、会期は、本日１２月４日から１

２月１８日までの１５日間に決定しました。

・ ・

日程第３ 諸報告

○議長（中井 勝君） 日程第３、諸報告に入ります。

まず、議長から報告いたします。

去る、１１月１８日の議会臨時会以来、それぞれの会合に出席していますが、別紙議

会対外的活動報告を見ていただくことで省略いたします。

次に、監査の結果について報告いたします。監査委員から、令和元年度定期監査及び

令和元年１０月分の例月出納検査の結果報告がありましたので、その写しを添付して報

告といたします。

次に、説明員の報告をいたします。地方自治法第１２１条第１項の規定に基づき、本

定例会に説明のため出席を求めた者の職、氏名は一覧表のとおりであります。

次に、閉会中の所管事務調査として、１１月２９日に、総務産建常任委員会が開催さ

れておりますので、中村委員長から報告をお願いいたします。

中村委員長。

－５－



○総務産建常任委員会委員長（中村 茂君） １１月２９日、総務産建常任委員会が開

催されました。報告いたします。

当日、１０時半から農林水産課の所管事務調査を行いました。内容は、桐岡地区立木

伐採に係る対応と、有害鳥獣処理施設の処理状況についての報告であります。

まず、桐岡地区立木伐採に係る対応のことでありますが、今回の所管事務調査のこの

対応ですから、８月末での状況報告については、前の産業建設常任委員会のほうで報告

された経過があります。今回、委員会が再編されたということがありますので、構成も

変わっているところから問題の当初から説明を求めたところであります。当日の委員会

資料は問題の動きを時系列でまとめた資料でありました。この件で、桐岡区から求めら

れている内容というのは、１つ、立木伐採ヒノキ１３本に伴う損害賠償、１つ、整地と

植林及び１０年間の管理、それから現場立ち会い及び役員会開催に伴う費用弁償の３点

でありました。町は弁護士協議のもとで対応を進め、伐採業者の売買や経費の調査を行

い、桐岡区とのいいを重ね、補償いを９５い ０００円として、１１月１７日、桐岡区

の臨時総会で理解を得る結果であったと、そういうことでありました。この損害いの扱

いにつきましては、町長を初め、関係した者で自主的に分担するということで調整をし

てると、そういう現状でもありました。今後、損害補償いの決定や、補正予算等追加議

案を予定しているということであります。御理解をくださいということでありました。

この中で主な質問を御紹介申し上げます。植林及び１０年間の管理は誰がするのかと

いうことがありました。植林３０本は森林組合が行い、定期的な管理は職員で行う。そ

れから現場立ち会い等に伴う費用弁償はどうなるのか、補償い９５い ０００円の中に

含まれている。補償は住民負担、税金で対応すべきではないと従来から意見してきた、

関係者で自主的に負担と聞いたが、若手職員の士気に影響しないような負担にすべき、

に対して、若い将来ある職員を育てる意味からも、そういう意味を持って対応したいと

いうことでありました。この件を教訓として、職員研修等を行い、徹底してほしいに対

しては、よい仕事ができるように、研修を含め、対応したい。今回の事件は、経過のみ

の資料である、この中で見ると、検証ができていないということを言える。どういう根

拠で補償するのか、弁護士協議の内容も出すべきであり、補償いも正当な金いなのか判

断ができない。議論ができない状態にあるということでありました。場所の確定や立木

の状態に思い違いや、認識のずれがあったことがそもそもの今回の原因であると。法的

根拠では、国家賠償法１条に基づいて行うことになる。一方的に迷惑かけている状態で

逸失利益も含めて、補償したいという思いである。この件は、次回の委員会で事件の検

証や法的根拠、補償の積算等を委員会での書面で、資料請求を求めているところであり

ます。

次に、新温泉町鳥獣処理施設の処理状況であります。本年度１１月１４日現在での状

況の報告がありました。捕獲頭数は鹿７５０頭、昨年の⒉１倍ということであります。

イノシシが７４６頭で、昨年の⒉２倍、すごい頭数がふえているという現状がありまし
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た。合計で ４９６頭あります。また、そのうちこの施設にた入された頭数は鹿が５７

頭、イノシシが４５頭、計１０２頭であります。ほぼ七、八十％は温泉地域の獣害と、

そういうことでありました。また、資料の中では施設運営に係る取り組み状況を解体業

務、また解体従事者、監視委員会、利用者説明会、施設見学会の区分で資料が出ており

ます。この中で経過が示されておるところであります。

主な質問の中で、捕獲の奨励金、改めては幾らかということがありました。有害捕獲

の奨励金は成獣で、１頭が１い ０００円、の獣が１い ０００円、またのの期に入っ 

てからは、県のほうが鹿３頭以上で、１頭当たり ０００円の奨励金を出しているとい

うことがありました。解体の実日数は、という質問ですが、１４日間の日数で１人、ま

たは２名での対応となっておると。監視委員会の要望事項の部分に触れておりました。

監視委員会から動物の血液が流れたという事実があったようであります。原則の個体の

た入ルールを徹底してほしいと、そんな要望があったようであります。また処理能力で

すが、計算上では日５頭、月２０日、１２す月、年間 ２００頭を目すにしております。

この実績の中では、１日に１２頭の処理がマックスであったと、そんな報告を受けまし

た。また豚コレラの問題についてですが、今回委託しているｃａｍｂｉｏからも、動き

はないということであります。ただし、今後あり得るということであります。解体残渣

の運たですが、またダニの駆除については、町内の一般廃棄物処理業者が運たしている

と。ビニールに入れ、段ボールでこん包して運たしてる、そんな内容でありました。ダ

ニは冷蔵庫で弱らせて、解体時に熱湯処理をしているということであります。今後とも

全体的に良好な施設運営や良好な管理をしていきたいと、また研究もしていきたいとの

答弁でありました。両方の各詳細につきましては、委員会資料を御清覧ください。

以上で、総務産建常任委員会の報告を終わります。

○議長（中井 勝君） ありがとうございました。中村委員長、御苦労さまでした。

次に、美方郡広域事務組合議会臨時会が１１月２５日に開かれておりますので、その

報告をお願いいたします。

６番、森田善幸君。

○美方郡広域事務組合議会議員（森田 善幸君） 令和元年度第４回美方郡広域事務組合

議会臨時会の報告をいたします。

この臨時会は新温泉町議会の議員構成が変わったために行われたものであり、令和元

年１１月２５日午後２時より、美方郡広域事務組合議場で行われました。開会に先立ち、

第５回美方郡広域事務組合議会全員協議会が開催され、同議会の申し合わせ事項の確認

等がなされました。本会議ではまず、議長選挙が行われ、申し合わせ事項にのっとり、

本町議会議長、中井勝議員が指名推選されました。諸般の報告では、事務局関係の行事

報告、火葬場の利用状況、農業共済事業の実績報告、広域消防本部の行事報告、火災発

生状況、救急救助件数、ドクターすー、ドクターヘリの要請状況の報告がありました。

その後、議案審議が行われ、選任２号、議会運営委員の選任については、本町選出委員
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として、中井次郎議員、阪本晴良議員が選任されました。

議案２０号、美方郡広域事務組合農業共済条例廃止については、来年３月末をもって、

当組合の農業共済事業を終了し、４月より兵庫県農業共済組合がこれを行うことに伴い、

同条例を廃止するものであります。１名の議員が反対討論を行い、採決の結果、９対２

の賛成多数で可決されました。

議案２１号は、令和元年度美方郡広域事務組合農業共済事業特別会計補正予算第２号

であり、で入、支出ともに、 ０９４い ０００円を増いするもので、内では農作物共 

済済定で、２７４い ０００円、家済共済済定で ８２０い ０００円の増いでありま  

す。増い理由は、農作物共済済定では、水稲共済金の増い、家済共済済定では、家済保

険料の増いによるものであります。補正予算は、全会一致で可決されました。

以上、報告といたします。

○議長（中井 勝君） ありがとうございました。

次に、北但行政事務組合議会臨時会が１１月２７日に開かれておりますので、その報

告をお願いします。

１１番、中村茂君。

○北但行政事務組合議会議員（中村 茂君） それでは、令和元年１１月２７日午前１

０時開会、第１０９回北但行政事務組合議会臨時会についての報告を行います。

今回の臨時会は議員定数が減になっての最初の議会でありました。１１月１２日に豊

岡市議会臨時会、また１１月１８日に新温泉町議会臨時会が開会され、役員改選の結果、

新しい議員が選任されたことに伴い、招集されたものであります。

議会運営に係る確認事項では、議長、副議長、監査委員、議会運営委員の任期は１年

となっておるため、今臨時議会において、役員改選が行われたところであります。この

役員改選に当たり、１１月２０日に世話人会議が持たれ、必要な協議が事前に行われて

おります。

役員改選の結果ですが、指名推選をもってして、議長に青山憲司氏、豊岡。副議長に

中村茂、私であります。監査委員に竹中理氏、豊岡。議会運営委員長に嶋崎宏之氏、豊

岡、同副委員長に西谷尚氏、香美町であります。当町の重本議員は、議会運営委員であ

ります。以上、役員の任期は１年として、選任議決の日から翌年の選任議決の日までと

なります。

以上、報告といたします。

○議長（中井 勝君） ありがとうございました。

次に、町長から報告がありましたらお願いします。

○町長（西村 銀三君） 特にありません。

○議長（中井 勝君） 以上で、諸報告を終わります。

・ ・

日程第４ 一般質問
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○議長（中井 勝君） 日程第４、一般質問に入ります。

去る、１１月２７日正午に一般質問の通告を締め切りました。１２名の議員から質問

通告が提出されました。これから受け付け順に質問を許可いたします。

まず初めに、３番、河越忠志君の質問を許可いたします。

３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 前回に続き、トップバッターで質問をさせていただきま

す。議員になって２年が過ぎ、今回で９回目の一般質問となります。なかなか一般質問

が上手になりませんので、うまく答えをいただけないというのが現状ではありますけれ

ども、精いっぱい、いい質問ができるようにしたいと思いますので、御協力をお願いし

ます。

まず、行政運営にかかわって、町当局と議会との関係の中で、議会の理解を十分得て、

速やかに事業が推進できるということが望ましいと考えるんですけれども、そのあたり

について、町長はどのような工夫、あるいは認識を持っておられるかお聞きしたいと思

います。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） スムーズな行政運営、議会と町当局、車の両輪ということで、

十分な説明責任、それから説明責任に伴う、責任の重さ、そういったものを十分認識す

る中で、お互いで協力し合ってやっていく、そういうスタンスで考えております。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） まさしくそうだろうかと私も認識は同じでありますけれ

ども、ただ、現状として、今、おっしゃった認識と異なった状況があるのではないかな

ということを私は感じています。そんなことの中で、もっと新たな方式であったり、い

ろんな工夫が議会としても必要だろうと思うし、町当局としてもそのあたりについての

すり合わせとか、いろんなことについて検討していく必要があるのではないのかと思う

ので、そのあたりについて、今後何らかの修正かけていったりするようなお気持ちはご

ざいませんでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 委員会を通して、十分な説明をやっていきたい、そのように思

っております。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 実際には、委員会でいろいろと説明していただいた中で、

それがほとんど結果としての報告となってくると、改めた議論で、それを持ち帰ってさ

らに当局としての考え方を修正していくなりということについて、ちょっとスムーズじ

ゃないなという感じを私は持っておりますけれども、単純にある意味での常任委員会等

だけでは、私は足りないんじゃないかと思いますし、場合によっては特別な委員会等に

よって大きな事業についての検討等も必要ではないかなと。ほかの町においては、事業
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を対象にした特別委員会等も設けられているようなことも研修等で学ばせていただいて

おります。そのあたりについての御認識はございませんでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員のいろいろな御意見を生かすということが住民代表として

のスタンスとして当然だと思っておりますし、そういう思いで、これまでやってきてい

ると考えております。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 今後さらに、そのあたりについて議会の反応について、

どのように受け取り、またそれを反すうして、いい事業に練り上げていくか、そういっ

たことの工夫が私は必要ではないかと考えますので、一度改めてお考えをいただきたい

と思います。

次に、こうして一般質問をさせていただいてるわけですけれども、一般質問、町長が

議員だったころの一般質問のあり方であったり、目的であったり、それによって得られ

たこと、また逆に、一般質問を受ける立場になったところで一般質問についての御認識

等、町政運営に当たっての思いというのは、今どんなふうにお感じになられているかを

お聞かせください。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ２０年近く議員をやってきた中で、基本的にはやはり、町の方

向性、議員の意見が生かされる、つまり住民の思いが代弁できる、そういう思いでやっ

てきておりますし、そういう町長になっても全く同じ思いということで、事業のあり方

を、現状を把握し、研究し、そしてそれを具体的によりいい方向にするにはどうしたら

いいか、そういう思いでやってきておるつもりであります。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） なかなか先ほど、冒頭にもお話ししたように、私がお伝

えしたかったこととか、なかなか伝わらなかったなというのが、今までの８回の一般質

問での私の感想です。そういったことの中で、一般質問だけではなかなか足りないとい

う感じもしておりますし、また、私自身も、私個人ではなくて、やっぱり多くの人の意

見というのを背中に背負ってるなという気持ちがあって、いろんな、ある意味でのきつ

いこともここに立ったら言わざるを得ないというようなことがあって、これは大変失礼

な部分もあるかもしれませんけども、それについては御許しいただきたいなと感じてい

ます。

そんなことの中で、一般質問について、個々の単純なこの時間だけでは理解できない

ようなことについても、やはり反すうしていただきたいなと思いますので、これは今、

御答弁いただいても仕方がないかもしれませんけれども、ちょっと今までの経緯につい

ても、もう一度お考えいただきたいと思います。

次の質問に移りたいと思います。何度も私は夢ホールの件もお話をさせていただいて
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るんですけれども、具体的なことで言って、私が専門分野であるからという分の中で、

過ぎたる質問がされてるのかなということで、御批判をいただくということもあるよう

にも聞いています。ただ、専門分野であるからこそ、聞けない部分、今までであればス

ルーされてる部分というのも再度御認識いただくという面では、私はある意味で控えて

いくっていうことについて、少し抵抗があるので、同じように質問させていただきます。

そういったことの中で、今回工事が着工されていく準備が進んでるわけですけれども、

これについても工期的には当初の予定とかなりずれてる、このずれについてはどうして

発生したか、どんな御認識を持っておられるかお聞きできますでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 事業をやる前に、いろんな観点で精査する必要があるというこ

とが大前提だと思っております。夢ホールの改修、少しおくれておるわけですけど、十

分な計画の中で今後やっていきたいと思っております。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 私は、おくれた理由について、どんな御認識を持ってお

られるかということをお聞きしたいということで、お尋ねしたつもりなので、改めてお

答えいただけますでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 準備不足というのが一番原因だと思っております。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） いろいろと事は思ったよりも早く進むということはなく

て、大抵おくれるというのが定石ではあるわけですけれども、実際の夢ホールの管理さ

れてる担当の方でいくと、とても早く進んでいって、次の事業をやりたいという思いを

とても強くお持ちです。これについては、認定こども園が早くできたらということにつ

いても非常に似たところはあるわけですけども、ただ、急がば回れというようなことで

あったり、行政での安全とか、いろんな確保については、これは一般の方が思う以上に

行政はそれを担うべきだと私は思っています。そういったことの中で、いろいろとチェ

ックということについてお話ししたんですけれども、私の認識の中ではある意味で町長

がよく言っておられた丸投げということをみずからが行われたように、私は思っていま

すけれども、その辺についての御認識はどうでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 職員の知識の不足などによって、事業が少しおくれているとい

う認識は持っております。ただ、丸投げという形はとっていないと思っております。担

当職員の担当課の持っとる知恵を十分に生かしてやっていきたいと考えております。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 私は、知識っていうのは、これは不足してて当たり前の

ことだと思っています。常に知識は新たな知識を、また新たな情報を得て、いろんな事
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業を展開していかなければ既存の知識だけで物事が済んでいくということは、ほとんど

ない、そんなふうに私は思っています。

そういったことの中で、いろんな知識、あるいは情報を得るために各担当者も工夫す

る、そんなことの中でセすンドオピニオンであったり、いろんなことができますねって

いう話をさせていただきましたけれども、そういったことについては余り御認識をいた

だけなかったということで、現在に至っていると思っています。特にそれがすぐに何か

害を及ぼすかと言えば、そうではないということは期待するわけですけれども、ただ、

行政は何もなかったからいいかということではなくて、いろんな途中経過、プロセスの

中で安全が確認されていって、それが住民の安心安全を確保することにつながると私は

思っています。これは、いろんなものをつくる立場になっていくと、それを強く思うわ

けです。いろんな方が携わってものができていったりします。特に１つの部署でも何ら

かの誤りがあったりすると、その大きな城郭は崩れていく。そんなところがあるので、

チェックなり、それを超えたトップとしての認識っていうのは、常に持っていただきた

いと感じておりますけれども、改めていろんな場面場面で感じていただけたらありがた

いなと思っています。

今回の夢ホールの件については、設計者であったり、今回、確認申請の中でチェック

されるということで、一応確認がおりたということで聞いておりますし、写し等につい

ても御提供をいただいております。その中で、私が県の確認検査の機関であれば、立場

として確認ができれば、保証できるポジションにあると。ただ、民間である、兵庫確認

検査機構であれば、そういった意識がない、また、株式会社ですので限度がある。保険

についてはどのあたりについて担保されているかはわかりませんけれども、今回は私の

提案については届かず、そのまま兵庫確認検査機構に確認が出された、この理由につい

ての御認識はいかがでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 一定の制度の中で資格がある、そういう機関にきっちりとお願

いするということで、これまでやってきていると思っております。セすンドオピニオン、

そういうお考えもあるわけですけど、一定の資格があればそれで対応できるという考え

でやってきております。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 私は、保証についての差がありますよということを前回

の議会の中でお話をさせていただきました。それについて、そのまま行かれたことにつ

いての判断について、理由をお聞かせください。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） そういう方向で十分だという判断であります。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 保険については担保されてないということについて、そ
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れで大丈夫だということなんでしょうか、お願いします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 一定の制度の中で担保できると考えております。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 保険というのは、保険に入ってなければ、保証が受けら

れませんけれども、制度でうまくいくからということであれば、保険というのは要らな

いということになってこようかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 保険というのは、安全を確保すると、事件、事故が起こった場

合の安心を確保するということでありますけど、そういった制度の中、これまでの事務

事業の進め方の中できっちりと安全性なり、確保できる、そういう判断で今日まで来て

おります。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 私は技術者であるわけですけれども、もう２０年近くな

りますかね、建築家賠償責任保険、または建築士の設計監理に係る保険というようなも

のができております。これは、幾ら有資格者であっても、何らかの誤りがあったり、あ

るいは施工中でのミスについて、管理不足であったりというようなことの中で、要はユ

ーザー、建築主さんの財産を守る、あるいは保証するための保険というものができてい

ます。これは資格を持ってて、オーケーだったからいいということではなくて、それを

何らかの形で正式に履行できなかったり、損害が発生したときには、保証しますよとい

うことで、公の設計監理等を担うときには、保険を実際に受けられる立場でなければ契

約してもらえないというようなこともありますけれども、そういったことについての御

認識はございますでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 河越議員は、非常にそういう制度、内容詳しいわけですけど、

私たちの行政としての立場では、建築士賠償責任保証制度加入証ということで確認をい

たして、今日まで来ておるという状況であります。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） ということは、一応加入していることを確認されている

ということでよろしいんでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） そのとおりであります。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 少なくとも私は、新温泉町においてそれを確認された経

験がないんですけれども、今回はそれを確認されたということで認識してよろしいんで

しょうか。
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○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） そのとおりであります。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） それは、今回の場合、特別だったということでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 特別という表現についてはちょっと答えかねます。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 答えかねると言われると、ちょっと私も質問が困ってし

まいますけども、答えられないということですので、この質問が出たからそうだったの

かわかりませんけども、結構です。

それでは、その前に質問を書かせていただいてますけども、今回、設計監理の技術者

については、実績についての確認はされていますでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 担当課長に答えさせます。

○議長（中井 勝君） 川夏生涯教育課長。

○生涯教育課長（川夏 晴夫君） 今回、設計監理をお願いしました技術者の耐震改修工

事の過去の実績については、経験はないということでは確認をしております。ただ、今

回の技術者につきましては、国等の研修、講習会等を修了して、一定の資格は持ってお

られるということでは、確認をしております。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 私は、同業者を責めるとか、そういったつもりは全くあ

りません。ただ、行政の立場という形の中で、いろんなサポートをするということにつ

いては、私は必要だろうと、そういったことの中でチェックということについてお話し

したわけです。ただそれが要らないということだけで現在に来てて、さらに今回の工事

については工事者がかかわっていくわけですけども、私が心配してるのは、今回の建物

の屋根についての部分とか、そのあたりについて、既存部分については、完成検査とい

うのはないんですね。要は技術者の工事管理だけで終わってしまうという面があるので、

そのあたりについて発注者としての認識を持っていただきたいと思います。あえて細か

なことは言いませんけども、担当部署によってそのあたりを確認しながら工事を進めて

いっていただきたいと。これは先にあるのは町民の安心であったり、安全であったり、

建物の長もちであったり、これは公費の有効活用という部分につながっていきますので、

これは重要な部分だと私は認識をしております。

次に、浜坂認定こども園の改築事業に関してでありますけれども、前回１０月に行わ

れた常任委員会での報告等も受けているわけですけれども、これについての御認識、あ

るいは検討委員会の報告についての中身についての御認識をお聞かせいただけますでし

ょうか。
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○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 浜坂認定こども園についてのあり方ですけど、検討委員会を開

催していただく中で、現在地の横ということで決定、委員会の結論が出ております。こ

れまでは前、岡本町長時代から懸案事項となっておったわけでありますが、より最適地

を求めた結果、そのような検討委員会の結論が出ております。そういう結論を基本に進

めさせていただきたいと考えております。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 検討委員会で検討された中での安全確保については、検

討委員会はどのような認識を持っておられるかというのを報告の中でどのように受け取

っておられるか、そこの認識をお聞かせいただけますでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 基本的に浸水地域という、今の現状があります。そういったも

のをいかに安全性を確保するためにどうあるべきか、かさ上げをする、それから避難体

制をどのようにするか、構築物のあり方、それから岸田川の水位との関係、避難のあり

方、そういったものを考えた中で、結論が出ておると考えております。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 当該地について、過去にどのような浸水の程度があった

かということについて、町長はどのあたりまでの御認識をお持ちかお聞かせいただけま

すでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 周囲の道路を中心に浸水したことはあるわけですけど、園舎が

水につかった、そのようなことはなかった、そのように考えております。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 確かに、園ができて４０年ということの中で、園舎の部

分が浸水したことはないということは、私も聞いております。ただ、味原川が改修する

前ではあるんですけども、昭和３４年ですかね、室戸台風のときに、西光寺さんの庫裏

のあたりまで、実際は要は地盤ということですね。そのあたりまで浸水したということ

をお聞きしました。そうなってくると、その当時の浸水の状況であれば、現在地も当然

埋没するということになりますけれども、単純にかさ上げすればそれは回避する、それ

だけで安全が確保できるとお考えでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 急に浸水するわけでなしに、徐々に浸水すると、タイムラグが

あると考えておりますし、一定の避難行動の中で対応ができると考えております。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 実際には、要は避難するということはずっと以前からお

聞きしてるわけですけれども、今回想定される認定こども園の保育についての目的とい
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うものについてどんな御認識を持っておられるでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 保育の目的でいうと、将来子供たちがこの町で住み続けていけ

る、そして将来この町を担っていただく、そういうこと、さらには現在夫婦で共働き、

そういう状況も多いようであります。親が働きやすい環境をきっちりと確保する、そう

いうこと、さらには子供たちが健やかに成長できる、そういうバックアップをする、そ

れが保育の基本ではないかと考えております。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 保育の本来のもともとのところは後段のほうで町長が今

言われたように、両親の就業であったり、あるいは体調不良による保育について、公と

いうか、保育園がすバーするというところが先です。その後に子供らの健やかな成長と

か、それはその後でバックアップするべきところです。その中で、警報が出て逃げれば

いいということでいくと、就労をサポートすることができるでしょうか。そのあたりに

ついて御認識いただけますでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） さっきも言ったように、洪水警報が出るまでに川の水位、そう

いったものをきっちりと現在、計測する、そういう技術も発達しておりますし、天気予

報も非常に精度が高い、そういう状況もあります。決して、今、雨が降って、はい、す

ぐ水没するという認識は持っていないと、十分避難もできるし、就業を確保するという

のは、それは毎日雨が降れば、そういう議員の意見もあるかもわからんのですけど、毎

日洪水が来るわけではありません。そういった意味では、十分対応できると考えており

ます。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 毎日警報が出るということは、私は想定してるわけじゃ

ないんですけれども、安心して重要なポジションの仕事が私はできないんじゃないかと

思うんですね。例えばゆめっこであれば、警報が出たら迎えに来てくださいということ

はあります。ただ、特別な事情があれば継続して保育していただけるというバックアッ

プもあります。これがもちろん職員さんさえも避難しなきゃいけないような状況があれ

ば、そういったわけにはいきませんけれども、今回の浸水するかもしれないということ

であれば、職員さんさえも避難しなきゃいけない。じゃあ、の少の子供たちをどこか別

のところに保育する場所があって、そこに移動して保育するというようなことを考えて

おられるのか、そのあたりについてお聞かせいただけますでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 大雨が降って、避難する中で別のところで保育するということ

は、現状では無理だと考えておりますし、まず家に帰るなり、避難する、そういうこと

で改めて保育を別の場所でするということを、大雨浸水する中でやるということまでは
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想定はいたしてないと考えております。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 大雨警報等、警報というのはかなり最近は頻繁に発令さ

れて、特別警報については年間通しても数回になるかもしれませんけれども、そうして

いくと、常に職を離れなきゃいけない立場で仕事をしなきゃいけないというふうに私は

なると思うんですけれども、そのあたりについて保育の環境としていいかどうか、どの

ようにお考えでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 保育の環境って、大雨だけではないと考えております。まちづ

くりのやはり一環としてどうあるべきか、周囲の郵便局があったり、図書館があったり、

スーパーがあったり、いろんな環境があるわけですね。そういった中で、全体像として

毎日毎日大雨警報が出とるという、そういう前提でお話をされるとまちづくりは、何か

ばらばらになってしまうと思うんですけど、そういった点でやはり全体の中で議論する、

浸水があればそれに対応する対応策を考えてやっていく、それがやはりまちづくりの基

本ではないか、そんなふうに考えております。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 私は立地についてはまちづくりという考え方はそれは、

私も同感です。ただ、立地と安全な施設にするということと、今の結論からいくと、ず

れてると私は思ってます。私の認識では、想定される災害についてはハードな面ですバ

ーされているべきだと。それ以上のことについてはソフトを加えて、さらに安全を確保

すると。それが本来の行政がとる立場じゃないかと考えておるんですけども、その辺に

ついてどんなお考えをお持ちでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ハードがまず１番だという考えは河越議員は、そう思われるん

ですけど、私はハードとソフト、両面がやはりきっちりと論議されて考えるべきだと考

えております。ハードオンリーでいくというのは、やはりちょっと問題があると思いま

す。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） ハードというのは、人の意思にかかわらず、一定レベル

の安全が確保される。例えば、建物でも今の建築基準法でいくと、避難できて、その後

倒れてもいいというのが今の考え方です。その建物がそのまま使えるということではな

くて、損傷を受けても人がせめて死なない、避難できるというのが今の最低限のという

意味での建築基準法なんですね。その中で、ハードとソフトがないと、安全が確保でき

ないということであると、ソフトの部分が何らかの事情によって欠けたらその安全は確

保できないということになります。だから一定レベル、要は想定レベルの中で、誰も何

もしなくても想定レベルであれば自然に安全が確保できてる、これが私は少なくとも行
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政がとる対策じゃないか、そんなふうに考えるんですけども、いかがでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 安全確保のために水力発電ダムができたり、堤防ができたりす

るわけですね、全て安全確保。だけど想定外の災害が起きていると、これが現状です。

ですから、ハードオンリー、ハードすれば大丈夫だという考えのほうが私はかえって危

ないという、そういう側面もあるということを思っております。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） ダムをつくったり云々ということについても、過去にさ

かのぼったデータに基づいてそれは設計されていきます。例えばこのあたりでいくと、

新温泉土木事務所が何らかの水利をつくっていく、それは過去のデータに基づいてつく

っていく。でも、今、異常気象が起こって、これじゃあ、だめだっていうことが起こっ

てくる。だから千葉県のほうでの今までの電柱の強度もこれじゃあ、だめだということ

で強度を上げられるように聞いています。ただ、じゃあ中国地方はどうだって、全部そ

れをやっていくっていうことは、経費的に難しいからすぐには変えていくわけにいきま

せんけども、ただ、新たなものについては今まで起こったものに対応していくっていう

のが一般的です。地震についても、過去に起こった地震に対して大丈夫なようにつくっ

ていく。過去に起こった水害があれば、過去に起こったものに対して、ハードなもので

確保して、さらにもっと想定外のことが起こったらそれはソフトな面ですバーしていく、

そんな体制でなければ常にソフトと一体でなければならないとなると、例えば人の都合

によってその安全が確保できなくなったりということが起こってくると思うんですね。

これは例えばいろんな危機であったり、連絡の誤りであったり、そういったことを含め

て、ソフトな面っていうのは、非常にデリケートな部分がある。脆弱な部分があるんじ

ゃないかな。それを想定して考えるというのが行政ではないかと思うんですけれども、

お考え変わる御予定はありませんでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 例えばかさ上げするというのも、ハードですね。建物を２階に

する、避難を屋上にする、これもハードの１つだと思うわけですね、ソフトではないと。

ですから、町の中の現状の中で、これまでから過去、あそこにできた、なぜあそこにで

きたかというそういう経緯も参考にする必要があると思うんですけど、やはりそういう

過去の人があそこを選んだ理由、それもやはり大いに学ぶ必要があると思います。ただ、

水につかると、水につかるという、そればっかりでまちづくりの全体像を見ることを間

違えてはいけないと考えます。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 私はまちづくりについて、要はロケーションとか、それ

については私は何も否定をしていません。ただ、前々回、私が提案させていただいた中

で、検討委員会での検討の余りにも削除することの簡単さについて、とっても残念な気
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がしました。前回の１０月３０日の委員会での報告、そのときには私の提案はＣ案とい

うことになっておりましたけども、Ｃ案の削除した理由、それは町道のつけかえをしな

ければいけない、味原川の景観が変わるということで、説明されて、そのまま委員会の

ほうは何もなくいったわけですけども、きのうもアドバイザーであった、遠藤由美子さ

んに電話をさせていただいて、ちょっと内容もお聞きしたんですけど、遠藤さんの立場

でいくと、一番最初に浜坂中学校のとこをされたとお聞きしました。

一般的に考えれば、一般的というか客観的というか、安全確保というのが一番で、こ

の間の１０月３０日の検討の要旨についても、９つほど上げられた中で、安全というの

は、真ん中あたりだったかな。ちょっと今、資料持ってますけども、要は１番じゃなか

ったんですね。教育の視点というのが１番の中で考えられてると。ただ、保育園、要は

保育の部分であったり、の稚園の部分でこども園があるわけですけども、安全が１番じ

ゃないかと私は思うんですね。まちづくりは当然両方要るから考えるとしても、安全が

別の部分からすバーできるから、まちづくり優先だよ、私の提案させてもらったものに

ついての判断についても、もう８月の段階で長引くから、調査もすると長引くから、検

討するのが長引くから、もう８月でこれ外しておこうという形で結論が出されてる。そ

んなふうに私はきのうちょっと、平澤議員にコピーしていただいて、確認させてもらっ

たんですけども、これってどうなの、また安全確保の面で全員一致で周りが冠水するこ

とについても全員ウエルすムだよ、オーケーだよという議論っていうのは、私はちょっ

と信じられない。なぜ反対する人がいないのか。安全、逃げなきゃいけないことについ

て異論を唱える人がいない委員会って、私は何なのかと、とても疑問を感じました。

ここで町長が、そこで、はい、と方向転換されることはないかもしれませんけども、

私の提案してる、今の位置を使って住宅地にくっつけていくということ、味原川の守っ

ていく担当の方にもお話ししました。ぜひあそこの部分については景観をよくしようよ、

してほしい、あのままじゃなくて、よくしてほしいという意見をいただきました。事業

することによって景観はよくなる方向にも行くんですね。それが悪くなるという方向だ

け、ましてや道路のつけかえ、これが県道や国道であれば別ですけども、町道ですよ。

町道のつけかえが困難なんてことは、私はそれが理由になるというのは、本当に信じら

れない、ちょっと傍聴席から唖然としました。どんなお考えでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 河越議員の場所の提案については、委員会の中で増水するおそ

れのある河川のすぐ横に園舎を設置するのは危険性が高いことや、川沿いは建物の老朽

化が早い、味原川の景観への影響など、そういった意見が多数あったということで、河

越議員が御提案された候補地については、余りよくないというふうに聞いております。

また、反対が一人もないということですけど、表現の仕方がどうかと思うんですけど、

毎日水が周囲につかっておるということであれば、当然反対はあってしかるべきだと。

でも、年に１回、数年に１回かもわからんですし、そういう状況の中で、当然安全性、
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安全対策、いろんな対策を講じる中で反対はなかった、そのように考えております。極

端な表現を河越議員は言われていますけど、実態はそうではないと考えております。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 冠水するのが数年に１回ということが問題ではなくて、

本当に警報が出たらすぐに迎えに行かなきゃいけない、それが私は問題だと思うんです

けども、それについて反対意見がなかったということは、本当に保育の部分って何なの

って思うんですね。だからそこについて、私は信じられない思いです。私の提案につい

ての今のものについて、何ら検証もされない。川の横で、じゃあ、川から離れてたらい

いのという話になると、じゃあ、増水することは、味原川が増水するなり、実際には高

潮で返ってくるという部分も大きいわけですけども、実際に岸田川の堤防よりも町なか

側の水がはけれなくなって、結局増水してくるというのが現状なんですね。その中で、

川の横、あのちっちゃい川が増水してくるというのは、その周りが水が集まってくる、

それは、ごおっと流れてくるわけじゃないんですね。だから、そこからあふれてくるわ

けではない状況で、そこで川の横だから危ない、老朽化がと言われると、川の横、家建

てられませんよね。それがどんだけマイナスになるかということと、常に住宅地と同じ

レベルであれば私は避難する必要はないと思うんですね。警報が出ても特に避難する必

要ないし、そこの地域の住宅の住民の方がみんな避難しなきゃいけないときには、当然

一緒に避難しなきゃいけないと思いますけども、住民の方が避難しなくていいとき、今、

こども園のそのままの形状であれば、避難しなきゃいけない。それは冠水するかどうか

わからないけど、警報が出たら避難しなきゃいけない。そこのデメリットの大きさを反

対する人がいなかったというのは、ちょっと私は信じられないんですね。

これを議論しても仕方がないんですけども、少なくとも私は多くの、私が背負ってる

部分というのは浜坂地区の人でないかもしれませんけども、ただ、一般常識としてここ

に立っている限りは、はいと言えないのが現状です。

それについてはちょっと、ここで議論を深めても仕方がないので、次に行きたいと思

いますけども、実は浜坂病院に通院しておられる方から、何か工事やってるようだよと

いうようなことがあって、ちょっと私も、住宅の外壁の改修というのがあったねという

ことは、予算等でもわかってたんですけども、それが私の知らないことだったんで、ち

ょっとお尋ねしたところが、通告書に書かせていただいてます中央監視設備の改修工事

という内容についてでありますけれども、私今これ、一つ一つについてお聞きしてるわ

けではなくて、行政の進め方についてお聞きしてるつもりですので、そういった広い意

味で受け取っていただきたいわけですけれども、その内容について、私は全く予算のと

きに認識なかったんですけども、町長はこの事業について認識お持ちだったでしょうか、

お聞きできますでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 浜坂病院をスムーズに運営するため、今回、施設中央監視設備
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改修工事を行っております。既設の制御盤や監視盤を有効利用し、制御監視業務を一本

化、自動化し、施設管理の２４時間監視体制の強化、それから監視業務の合理化を図る、

こういう目的で今回、中央監視設備改修工事を行っております。現在、目視で監視をや

っておったわけでありますが、それを集中的に管理し、システムの稼働によってより合

理的、それからスピーディーな対応をできるという、そういう目的で今回の改修を行い

ました。管理する人の人手不足、こういった面もありまして、このような改修に至った

ということであります。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 私は予算の段階で認識をお持ちだったかどうかをお聞き

してるので、そのあたりをお聞かせください。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 予算の段階で確認をいたしております。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） ここにいる議場の同僚議員は、この認識をお持ちだった

でしょうか。私だけがこれを知らなかったんでしょうか。これは大きな工事だったと思

うんですね。ただ、予算の中で大きい項目での概算にしても費用というのは計上されて

ないし、報告もされてないし、委員会でも報告もされてない。私、前回のときにも事業

の進め方というようなことで質問をさせていただきましたけども、これについての報告、

あるいは情報提供は全くありませんでした。町長はそれを認識しておられた。この重要

性については、どのように認識しておられるか、お聞かせください。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 事業の進め方の重要性ということですか。それとも、この機器

を導入することの重要性ということですか、ちょっともう一度お尋ねします。

○議長（中井 勝君） 再質問。

３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 私は、今の全部通して進め方について、基本的な部分は

お話ししてるつもりなんですけども、今はこれを具体的にこの事業の重要性、要はほか

の機器、医療機器もいろいろあるでしょう。老朽化してるのたくさんあるってお聞きし

てますけども、これの重要性、それについて予算当初からこれをやるんだということを

認識しておられたかということをお聞きしてます。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 詳しい内容は確認はしておりませんが、予算の中で出ていると

いうことは確認はいたしております。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 議会に報告ない、我々知っておられたでしょうか。そん

な予算、我々スルーしてしまって、知りませんでしたって町民に、私言うと恥ずかしく
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て言えない。細かな何十い円のやつが並んでて、これ無駄じゃないのとか、議論してた

りするんですね。ところが８００い円ぐらいのぼおんと出てきて、しかもそれが随契で、

ほかにはやってません、ほかにはやってないようなものを浜坂病院必要なんでしょうか。

それについての疑問は持たれなかったでしょうか。お聞きします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 当然、監視設備でありますし、これまでのあり方を見直すとい

うことで、予算の説明、議員に一人一人中身を説明していなかった、私も確認していな

かったということで、ちょっとこれは説明不足で申しわけなかったと思います。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 私は、随契ということが多いというのは、認識してるん

ですけどね。ただ、随契を回避できるものは回避していただきたいなというのが、これ

はここにお住まいの人たちを背負ってるつもりはないですけども、そういった人たちの

気持ちを考えたときに、え、と思うんですね。随契しなきゃいけないような技術なのか、

そんな技術が我が町に、我が浜坂病院に要るのかというあたりについての認識をお聞か

せいただけますでしょうか。時間が迫っておりますので、よろしくお願いします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 状況によりけりだと思っておりますが、今回の場合は、いろん

なこれまでの設備のあり方、それから工事に係るいろんな現状の設備の知識、いろんな

監視体制の電子機器のつながり、そういったものの中で随契に至ったと思っております。

随契、極力競争入札をするというのは基本であると思っております。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 長くなりますので、あとは委員会でお聞きしたいと思い

ます。

次に、今回の報告にもありましたけれども、桐岡区の伐採について、今のところ職員

または、担当課の対応が悪かったということの中での賠償ということを検討されてるわ

けですけれども、私は伐採された側にも最初の部分、本当に道路に影響してる部分とい

うのはわからなくはないですけども、全体を考えていった中で、やはり何か悪意とは言

いませんけれども、ちょっと尋常じゃない感じがしちゃうんですね。そんな中で、ある

意味で刑法に触れる部分があるんではないかと、そうなってくると、町としては職員を

守るということも必要だと思うんですね。そうすると、告発するとか利益を得て、一方

では損害が発生してるとすればそれに対応するっていうことは、当然弁護士さんと相談

されてるということなので、考えておられると思いますけども、弁護士さんも依頼者の

意向がなければ、そういったものについて助言をされないわけですね。それについてど

んなふうに検討されたかお聞かせください。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 今回、あってはならない事件、事故が起きた、そんなふうに思

－２２－



っております。詐欺であるか、それから窃盗事件であるかという判断はできないと考え

ております。業者からの提案を受け、職員の誤った認識の下で指示し、伐採したという

ものであり、これは詐欺を立証するというのは非常に困難だと考えております。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 私は少なくとも不当利得ではないかと感じます。そのあ

たりについて弁護士さんがどんなふうに判断されたかわかりませんけれども、職員を守

るという姿勢も町当局には必要ではないかなと、そこを正していくということも必要で

はないかなと、そんなふうにある意味で感じます。今後どんなふうに対応されるかは、

またいろいろな提案が出てくると思うので、それは見守りたいと思います。

次に、ことし、まちづくり賞を設定していただきまして、表彰もされました。その方

々はいろんな形の中で努力をされて、形として顕彰されるに至った、そんなふうには感

じるわけですけども、活躍したくても活躍しにくい、要は活動したくても活動しにくい。

または活動してたけども、長続きしない。それはいろんなバックアップが少ないからと

いうようなこともあるわけですけども、私何度もふるさと納税の件でそれぞれの活動を

支援する枠をつくってください、それは町税が減るんではなくて、町税もふえる形でや

ってもらったら、ウイン・ウインじゃないですか。ふるさと納税はその寄附いがふえれ

ばふえるほど総務省、要は国がお金をたくさん負担しなきゃいけないんですね。国は頑

張ってるとこにはお金を出すという姿勢になってると思います。みんな平等にお金を出

してると当然足りない。介護保険についても、医療費についても国はもうあっぷあっぷ

の状態なんです。それでも夢のない国っていうのは、やはりここを離れていったり、こ

の町も同じだと思うんですね。夢がある、活躍できる、頑張れば成果がある、そんな目

的意識ができるかどうかっていうところが町がそれをバックアップできるかというとこ

なんですね。町が全てのことを与えるのではなくて、枠組みを上げて、活躍できるよう

にしたらどうですかという判断をさせていただいてるんですけども、私の提案させてい

ただいてるふるさと納税について、御認識はいかがでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 企業版のふるさと納税であるとか、河越議員からは、いろんな

御提案をいただいております。その都度、いい御提案だと思っております。ふるさと納

税、インターネットで去年から始めて、２年目に入っております。徐々に充実を図って

いると思っておりますし、今後さらに議員の御意見を参考にしながら充実を図っていき

たいと考えております。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 大変申しわけないんですけれども、私の提案というのは、

全く反映されていないと私は思ってますし、町長の頭の中に浮かべていただけてるのか

どうかもちょっと私は不安になってきます。一つ一つの活動、例えば麒麟獅子舞を保存

するであったり、諸寄の日本遺産を活性化させるであったり、そういった応援のという
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ことを言ってるわけですね。そうすると、その当事者の人たちは、いろんな形で、応援

を依頼するわけです。ここを出た人とかに応援したり、また総務省に確認して、我が町

のふるさと納税を我が町民がすることも可能ですよということも聞いてますし、そのと

きに町税が減らないシステムをつくればウイン・ウインだと思うんですね。少なくとも

町税５億円ぐらいあるわけです。極端に言うと、納税いの３割ぐらい寄附できるんです

けども、ただ、控除が多いとその分が、控除が多いというのは、例えば扶養控除だった

り、いろんな控除が多いと、ふるさと納税ができる、要は控除を受けられるいが減って

くるんで、５分の１というのは、相当ということになるわけですけどね。単純に言えば、

１億円動かせるということになるんですね。１億円動かせるということは、 ５００い

円ふえるということになります、単純に言えば。それはそうと別として、やはり自分が

活動してることに寄附してという要請ができるのと、町全体でと言われたら、自分が頑

張ったものがどうなってるかわかんない、どう使われるかもわからないという状態にな

るわけですね、町民は。それに意欲が湧くとはちょっと思いにくいと思うんです。今、

ふるさと納税で頑張られてる部署、または人というのはどういう方がおられるか、認識

ありますでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ふるさと納税で頑張っている場所という意味がちょっとわから

んのですけど。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） ふるさと納税をふやそうと思って、頑張っておられる、

どういった関係者がおられるか、認識がありますでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 関係者、町長を初め、総務課、それから商工観光課、それから

いろんな町内事業者、出品、ふるさと納税、インターネットに登録していただいとる事

業者の方々、そういった方々は本当に前向きにもっともっとという視点で頑張っていた

だいておりますし、またさらにいろんな会合、例えば東京美方会であるとか、そういっ

たところに行くと多くの方々がふるさと納税しようという、そういった方々にたくさん

お会いしますし、いろんな町出身者、そういった方を中心にいろんな方から支援をいた

だいとると、そう思っております。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 例えば、湯区出身者が、湯区のまちづくりを応援すると

いう枠があったときに、新温泉町全体に寄附するのと、湯区のまちづくり、これをやっ

てるよというのに寄附するというポテンシャルというか、思い入れと同じだと思われる

でしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 自分たちの地域、生まれたところ、そういったふるさとに納税

－２４－



をするというのは、ごく自然な思いだと思っておりますし、そういうことを考えます。

○議長（中井 勝君） 河越議員、時間が迫っておりますので、取りまとめをお願いし

ます。

３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 新温泉町全体に、目的なく、目的なくと言ったら失礼で

すけども、全体として寄附するのと、湯区のこの活動に寄附するのと、湯区出身者がど

っちが、あ、頑張って寄附してあげようと思うかどうかという、その差はないとお考え

でしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 俗に言う、クラウドファンディング、一定の目的を持った寄附

というのもあるわけです。それはそれで何ていいますか、寄附される方にとってみれば

目的がはっきりしますから、一定の思いは出ると思います。それから全体でやはり子供

全体のためにやってほしいというふうな、そういう寄附もあるわけですし、どっちがど

っちということを言えと言っておられるんですけど、そういう断定するというのは、そ

ういう問題ではないと思います。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 私は、実際に活動されてる人が、実際に出身者に依頼す

るのと、もう全然違う差があると思ってますけども、そこが通じなければ、私の提案と

いうのは、もう無理なのかなと思ってしまいます。もっと皆さんと協議していただいて、

認識を持っていただけたらと思います。そうしなければ、いろんな活動への支援という

のは起こらないし、町全体の活気につながらないと思うんですね。町が活気づくという

のは、集落が活気づいて、一人一人が活気づくことだと思うんです。子供らがここにい

るのは、やはり身近な親が頑張ってて、親がこのふるさとを愛してて、頑張ってるその

姿を見る、また地域の人たち、この地域でいろんなコミュニケーションを持ちながら楽

しんでる、その姿を見るからこの町に住もうと思うんじゃないんでしょうか。それに今、

お金が回せないのが現状だと思うんですね。だからこういう提案をしてるんですけども、

もうちょっと真剣に受けとめていただきたい。私が大したことないって提案してるのか

もしれませんけども、これは町長が言われるきょうできることなんです。あしたに回さ

なくても、きょうできることだと私は思ってます。町長が言われたこと、私、あ、本当

だなと思って、ふだんの仕事の中できょうできることはきょうしようと、勉強させてい

ただきました。私の提案はきょうできることです。ぜひ、考えていただきたいと思いま

す。

そんな中で、この町にはたくさん本来なきゃいけないような、ソフトな面、子育ての

面もそうでしょうし、障がい者福祉についてもそうでしょうし、どんなふうな面が足り

ないとお考えか認識をお聞かせください。

○議長（中井 勝君） 西村町長。
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○町長（西村 銀三君） きょうできることはきょうする、それはそういう方向でやって

いきたいと思っております。寄附のあり方についてはいろんな考えがあると思いますし、

クラウドファンディングであれば、河越議員一人でもできるわけです。町の現状のスタ

ンスの中で、今の制度を少しずつ充実を図っていきたいと考えておりますし、河越議員

の御意見ももちろん参考にさせていただきたいと、これまでから企業版ふるさと納税と

いうことも言われておりますので、そういったところも徐々に充実を図っていきたいと

考えております。

福祉の足らないところの認識、いろんな面でいろんな方から御指摘を受けております。

そういった意味で、徐々に充実を図るということは当然、政治のスタンスだ、行政のス

タンスだ、そんなふうに考えておりますし、自主自立、自助努力、これも大事なんです

けど、やはり行政でバックアップできるところはバックアップしていきたい、そんなふ

うに考えております。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 足りないところ、それを全部求めていったら行政が手を

差し伸べることは多分不可能だと思います。だから当事者、あるいはそれをバックアッ

プする形としていろんな支援が必要だと。その枠をつくってもらったらどうだろうかと、

別にクラウドファンディングをやるということを私は提案してるわけではなくて、クラ

ウドファンディング等もある。ただ、枠をつくってもらって、その枠をそこの枠に入れ

てもらうだけでいいんじゃないかなと、そこにルールができて、そこに入ったら町の別

の部分にもお金が、寄附が集まるような形をつくればいいんじゃないかということを私

は提案させていただいてるんです。だからそこの部分というのは全然理解していただい

てないと思うんですね。別にこれ、損をするようなことを私、提案してないんです。き

ょうできることなんです。多分理解されてる方はいらっしゃると思います、庁舎内にも。

ちょっと、きょうできることなんで考えていただきたいなと思いますし、私は浜坂高校

を応援する、地域の高校を残してほしいと思ってる中でのＮＰＯに参加してますけれど

も、そういったものであっても、行政として、ぼんとお金が出せないじゃないですか。

でも、兵庫県でさえ、各高校を応援するような枠をつくってるんですね。そういったも

のを応援する意味で、そういったそれぞれについて、応援できる枠をつくってもらった

ら支援は集まると思います。お考えをお聞かせください。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） そういう枠をつくれということですけど、枠組みについては研

究をしていきたいと思っております。

○議長（中井 勝君） 以上をもちまして、河越忠志君の質問を終わります。

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。

午前１０時２６分休憩
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午前１０時４０分再開

○議長（中井 勝君） 休憩を閉じ、再開いたします。

次に、８番、竹内敬一郎君の質問を許可いたします。

８番、竹内敬一郎君。

○議員（８番 竹内敬一郎君） 竹内敬一郎でございます。質問の機会をいただき、あり

がとうございます。

初めに、い通安全対策、高齢運転者のい通事故防止について質問いたします。近年、

高齢ドライバーによるい通事故が増加しております。歩行者が犠牲になる痛ましい事故

が各地で発生しております。安全サポート車の買いかえは高齢者にとっては、経済的負

担が大きいと思われます。そこで、後づけの可能な安全運転支援装置購入への補助制度

の要望をいたします。ことし４月に東京、池袋で高齢者ドライバーが運転する乗用車が

暴走し、母、子が亡くなる痛ましい事故がありました。高齢ドライバーは事故直後、ア

クセルが戻らなかったと説明しましたが、１１月１６日に書類送検されたときには、ブ

レーキとアクセルを踏み間違えた可能性もあると供述しています。高齢ドライバーの暴

走事故の多くがアクセルとブレーキの踏み間違いが原因ではないかと言われています。

警察庁によると、７５歳以上の高齢者が２０１８年に起こした死亡事故は、運転免許

証を保有する１０い人当たりの換算で⒏２件に上ります。事故原因の内では、運転操作

の誤りが全体の３０％を占めております。このうち、ブレーキとアクセルの踏み間違い

による起因する事故の割合は７５歳未満が全体の⒈１％であるのに対し、７５歳以上は

⒌４％に達しています。免許証自主返納する高齢者がふえているようであります。警察

庁によると、２０１８年に免許証を自主返納した７５歳以上の人は、２９い ０８９人

と、過去最多を記録しております。本町も昨年は４７名の方が自主返納されております。

しかし、山間地域、中山間地域の高齢者には、自家用車は買い物や病院などに欠かせな

い生活手段であります。特に農家では、軽トラックを運転できないと仕事になりません。

２０１９年版の高齢社会白書によると、６０歳以上に、外出時の移動手段を複数回答

で聞いたところ、自分で運転する自動車が５⒍６％と最も多く、利用頻度を尋ねた調査

では、ほとんど毎日は６⒎４％、８０歳以上でも５割以上の人がほとんど毎日と回答し

ております。ほとんど毎日と答えた人は、大都市で５０％だったのに対し、町村では７

⒌５％と高くなっています。地方ほど移動手段をマイすーに依存してる実情があります。

自動車事故防止、自動車事故を防ぐ後づけ安全装置には、２つのタイプがあるようであ

ります。１つに、アクセルを急激に踏み込んだときに急発進を抑制するタイプ。２つに

一定範囲内の障害物を感知したときに、加速を抑制するタイプの２種類であります。７

５歳以上の高齢ドライバーを対象に後づけ安全装置費用の補助を要望します。見解をお

伺いします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。
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○町長（西村 銀三君） お答えします。高齢者の安全運転に関して、兵庫県ではこの１

０月２３日から高齢者のい通事故をなくするという目的でアクセルとブレーキの踏み間

違い防止装置、この補助制度が７５歳以上に対して始まっております。補助金いは２い

０００円ということで、現在、町でもホーム０ージ、それから庁舎及び支所の０口に

チラシを置いて周知を図るようにいたしております。

○議長（中井 勝君） ８番、竹内敬一郎君。

○議員（８番 竹内敬一郎君） 実は先月、隣の岩美町でありますけれども、あるお寺の

駐車場で８０代の高齢ドライバーが急発進をして、垣根を越えて３メートル下の崖へ落

下するという事故がございました。現在、重傷を負っておりますけれども、私も現地は

視察しました。通常、事故が起きるような駐車場ではございません。多分、アクセルを

急に踏み込んで急発進したのが原因ではないかと言われております。

先ほど町長が県からも補助が出ると言われてましたが、この４い ０００円が２い 

０００円になる、多分半いになるというふうに解釈しましたけれども、この後づけで町

のほうがさらに補助するという考えをもう一度お聞かせください。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 現状は、補助のことについてはすぐする予定はないわけであり

ますけど、財源の問題など検討しまして、今後考えていきたいと思っております。ちな

みに朝来市では、１い ０００円補助するということで聞いております。養み、豊岡、

香美は予定がないということで、うちも非常に高齢化率も高いですし、先日もある店舗

に先々週、店舗の中に高齢者の方の車が突っ込んで入り口が大破したということもあり

ましたので、今後、検討をさせていただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） ８番、竹内敬一郎君。

○議員（８番 竹内敬一郎君） 検討をお願いいたします。

政府は、い通安全対策として、２０２１年度から発売される新型の乗用車や、軽自動

車に自動ブレーキ機能の搭載を義務つける方針で進んでるようであります。また、警察

庁は高齢ドライバーの相談をしやすくするために、都道府県警の相談電話につながる全

国共通短縮ダイヤル、＃８０８０、はればれと読んでますが、この運用を１１月２２日

から始めておるようでございます。不安のあるドライバーの皆さんは、気軽に相談され

てはどうかと思います。

次の質問に移ります。キッズゾーンの設置について質問いたします。保育中の子供が

死傷する事故が相次いでおります。本年５月８日、滋賀県大津市の県道い差点で信号待

ちをしていた散歩中の保育園児らが、車同士の衝突に巻き込まれ、園児２人が死亡、１

人は意識不明の重体に、園児と保育士、計１３名が重軽傷を負った大事故がございまし

た。大津市では、全国で初めてキッズゾーンの整備に乗り出しております。大津市は４

す所の保育施設をモデル園に選定し、周辺の路面にキッズゾーンの道路す示を施してお

ります。また、園の出入り口付近では緑色の塗装、白線を強調されております。キッズ
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ゾーンは園児らが散歩などする場所をドライバーに知らせ、注意喚起を行い、事故を防

ぐのが目的でございます。本町では保育施設周辺でのキッズゾーンの整備について検討

されているのかどうか、お伺いいたします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 現在、各園の危険箇所の調査などを行っております。８月１６

日、それから９月にも立ち会い、現場の点検などを行っております。道路管理者、県や

町、それから警察などと協議をいたして、現在、横断歩道の設置要望っていいますか、

現在検討中ということであります。

○議長（中井 勝君） ８番、竹内敬一郎君。

○議員（８番 竹内敬一郎君） 本町にも小学校周辺にはスクールゾーンという表示がさ

れておりますけれども、保育園児らの安全確保のためにも、実情に合わせてぜひ検討を

前向きにお願いいたします。

次に、人権について質問いたします。ベルリンの壁の崩壊から本年で３０年を迎えま

した。冷戦の終結を象徴するベルリンの壁が崩れた１９８９年は、中国で天安門事件が

起き、民主化運動が弾圧された年でもあります。世界は現在、アメリすと中国の本格的

な覇権争いが始まる兆候があります。アメリす、イギリス両国はポピュリズム、大衆迎

合型の政治が主流になり、国家を分断しております。また、中国、ロシア、トルコなど、

強権的な国家が勢いを見せております。一方、香港、レバノン、チリなどでは、民主化

の後退や、格差の広がりに不安を持つ人々のデモが巻き起こっております。今世紀最悪

の人道危機と呼ばれるシリアの内戦、２０１１年にアサド政権と反体制派との紛争が激

化して以降、８年間で死者は３７い人を超え、人口のほぼ半分に当たる ２００い人以

上が住む場所を失っております。そのシリアがようやく和平の一歩を踏み出し、紛争を

で束させ、国家再建の新憲法の制定に向け、シリア憲法起草委員会が１０月３０日、ス

イスのジュネーブで開かれ、アサド政権と反体制派の代表が対話をし、和平協議が進ま

れています。

世界人権宣言が、国連総会で採択されたのは、第二次世界大戦後の１９４８年であり

ました。世界人権宣言の前文には「すべての人民とすべての国民とが達成すべき共通の

基準」として、自由平等、財産権、思想、良心、宗教の自由などを掲げております。こ

の宣言の背景には、第二次世界大戦のナチス、ドイツによるホロコースト、ユダヤに対

する大虐殺の悲劇がありました。これによって、国家による人権侵害を放置することは、

侵略や戦争につながるとの認識が生まれました。

戦後、１９４５年に創設された国連は、国連憲章の中で、国際の平和と安全の維持と

ともに人権と基本的人権の尊重を目的として掲げております。これを受けて宣言は、全

ての人間が生まれながらに基本的人権を持っていることを初めて公式に認め、こうして

人間の尊厳の思想的基盤が確立したのであります。１９８９年の冷戦終結が人権問題に

与えた影響を見てみますと、米ソ対立の当時からあった多くの国での人権侵害や難民問
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題、さらに貧困問題などがあり、地域紛争が多発していました。この地域紛争の多くは、

内戦であり、人種や宗教の問題などで政府自体が国民の人権を侵害したり、難民を排除

するという事態が発生しております。そこで人権保障が平和な基礎との考えが認識され

たわけであります。本町では、平成１７年に新温泉町人権啓発推進条例が制定されてお

ります。この条例はどのような背景で制定されたのかお尋ねします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本条例、町及び町民がともに力を合わせ、お互いの人権が尊重

され、誇りを持てるまちづくりの実現に寄与することを目的に県下３番目の人権啓発推

進条例が、平成１０年３月３１日、旧浜坂町で制定されております。その後、平成１７

年１０月１日、新町発足の際、浜坂町人権啓発推進条例を基本に、新温泉町人権啓発推

進条例が制定なされております。

○議長（中井 勝君） ８番、竹内敬一郎君。

○議員（８番 竹内敬一郎君） 本町は恒久平和の町も宣言しております。平和とは、人

権が保障された状態だと考えます。差別のない世界、多様性を認め合う寛容な社会が人

権の基礎ではないでしょうか。国連が２０１６年からスタートした持続可能な開発目す、

ＳＤＧｓは重要だと思います。誰ひとり残さない、ＳＤＧｓの理念は人権と社会保障が

実現された社会を目指しております。このＳＤＧｓの理念について、どのような認識を

お持ちなのか、お伺いしたいと思います。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ＳＤＧｓについては持続可能な社会をつくるというのが大きな

目すであります。この件、最近いろんな地方自治体に行くと、この言葉が飛びいうよう

になっております。この１年ぐらい前には余り聞かなかった言葉であります。その背景

には、やはり住みやすい社会、住環境、いろんな戦争なり、いろんなことが起こってお

ります。二酸化炭素による炭酸ガス効果で地球の温度が上がっている、そういう背景も

あると思います。こういった地球を守る、人類を守る、そういった生物、生態系を守る、

そういった意味でこういったＳＤＧｓの取り組みはこれからさらに高まっていくという

ぐあいに考えております。

○議長（中井 勝君） ８番、竹内敬一郎君。

○議員（８番 竹内敬一郎君） 次に、人権に関する新温泉町民の意識調査のアンケート

について質問いたします。このパンフレットでございますけれども、これに基づいて質

問させていただきます。

平成３１年１月から２月にかけて、アンケートを行っております。対象者は１８歳か

ら７０歳以上の町民の１割相当、 ２６２人に配付されて、４９３人から回でを得てお

ります。回で率約４０％であります。この調査結果は、平成３１年と２１年と比較して

おりますけれども、このアンケート調査はいつから始まったのか、お聞きしたいと思い

ます。また、次の予定はいつなのかもお聞かせください。
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○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 第１回目が平成２１年度に実施がなされております。その後、

５年ごとに実施をいたしており、今回で３回目ということになっております。

○議長（中井 勝君） ８番、竹内敬一郎君。

○議員（８番 竹内敬一郎君） 今回で３回目、５年ごとということは、またこれから５

年後に行うということでよろしいでしょうか、そういう解釈で。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ５年ごとに実施をやってまいります。

○議長（中井 勝君） ８番、竹内敬一郎君。

○議員（８番 竹内敬一郎君） それでは、このアンケートの内容について若干質問させ

ていただきます。初めに、このアンケートでは、関心があるかないか、人権差別につい

ての質問項目がございます。関心がある約５６％、関心がない約４４％、関心がある人

のほうが半数を上回っております。次に……。

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。ちょっと、Ｊ－ＡＬＥＲＴが鳴るらしいです。

少しだけ。

午前１１時００分休憩

午前１１時０１分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

８番、竹内敬一郎君。

○議員（８番 竹内敬一郎君） それでは、アンケートについて、若干質問させていただ

きます。アンケートの最初に、この人権差別について、関心がある、ないかの項目がご

ざいます。関心があるが約５６％、関心がないが約４４％、関心をある人のほうが半数

を超えております。次に、他人の人権を侵害したり、差別したことがありますかの質問

に対して、あるが３３％、あると思わないが４４％となっております。差別されたこと

があると答えた人は約４０％あり、この差別されたことのある内容については、項目が

細かく分析されております。しかし、差別したことがあるについての内容項目がないよ

うに思いますが、これはなぜなのかお聞きします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） その内容については担当課長が答えますが、まずこの関心があ

るということで、前回調査と比較して、約９ポイント高くなっているということで、人

権意識の高まりがアンケートから見てとれると思っております。

今の御質問について、担当課長がお答えをいたします。

○議長（中井 勝君） 川夏生涯教育課長。

○生涯教育課長（川夏 晴夫君） 質問の差別をしたことがあるかという質問につきまし

て、このアンケート調査につきましては、これから令和２年度から５年間の人権啓発施
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策の推進計画の参考にするということで、ある方についての今後どうしていくかという

対応、また取り組みという参考ということで、ある人、差別した方についての内容を具

体的に問いをしたということで、質問をさせていただいております。ということで、し

てない方についての質問につきましては、また次の調査等で検討をしたいと思います。

よろしくお願いします。

○議長（中井 勝君） ８番、竹内敬一郎君。

○議員（８番 竹内敬一郎君） 私、質問したいのは、差別したことがあるとの内容が載

ってないということを質問したわけであって、今逆のことを言われたような気がします

けども。

○議長（中井 勝君） じゃあ、引き続き、川夏課長。

○生涯教育課長（川夏 晴夫君） 済みません、した方についての質問については漏れて

いるところにつきましては、また次の質問の設定をする中で検討していきたいと思いま

す。

○議長（中井 勝君） ８番、竹内敬一郎君。

○議員（８番 竹内敬一郎君） ぜひこの項目も次のときは内容を加えていただきたいと

思います。

続きまして、質問をいたします。差別といっても、濃淡があると思います。極端な差

別を見れば、誰もがそれは差別だとわかりますけれども、差別かどうかわからないよう

な判然としないケースも多いように思います。

次に、同和問題について質問をいたします。このアンケートを見ますと、同和問題に

関心のある人は、２１％の結果が出ております。部落差別があってもやむを得ないとの

回答は６％であります。この同和問題についてのアンケートは質問内容も数が多く、細

かく項目が分析されております。なぜここまで部落差別を取り上げるのか、１つにはこ

の平成２８年１２月１６日に施行された部落差別解消推進法に基づく、国の調査なのか、

また本町独自の調査なのか、お伺いします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員の御指摘のように、平成２８年に部落差別解消推進法、そ

れからヘイトスピーチ解消法、障害者差別解消法、３つの差別の解消に関する法律が制

定されております。そういった中で、今回のアンケートとの関連性については、詳しい

内容を知っています担当課長に答えさせます。

○議長（中井 勝君） 川夏生涯教育課長。

○生涯教育課長（川夏 晴夫君） この新町になりましてからは、２１年からこのアンケ

ート調査をしております。ただ、さっきの人権啓発推進条例もそうですが、旧町時代か

らこのアンケート調査というものはずっとしてきております。そういう中で、また人権

問題の中心ということで同和問題のほうは旧町、また新町になりましてからも取り組ん

できております。この同和問題の項目が多いということにつきましては、２８年の部落
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解消法の関係なく、旧町からこの項目についてアンケート調査をし、町民の意識調査を

する中でそれぞれの人権施策をしてきたという経緯がありますので、直接、法の制定と

は関係なくしてきたということであります。

○議長（中井 勝君） ８番、竹内敬一郎君。

○議員（８番 竹内敬一郎君） このパンフレットには、同和問題の起こり、また職業な

どが記載されております。部落差別は日本社会の歴史的過程での形で行われた身分差別

だと思います。部落民と呼ばれる人たちは、一般の人ではなかなかできない嫌がる仕事、

社会に役立つさまざまな職業に従事してきました。平和の社会を築くためには、人それ

ぞれ役割がございます。このような部落民と言われた人たちがいたからこそ、現在、社

会が成り立ち、今日に至っていると思われます。差別するということは、物の見方、考

え方が何かにとらわれ、固着した状態ではないでしょうか。被差別部落の人たちに対す

る思いは、差別されるどころか逆に私は感謝してもいいのではないかと思います。これ

は私の主観であります。同和問題に対してどのように認識されているのか、お伺いしま

す。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 差別の同和、部落差別についてはやはり歴史的な流れの中で今

日それが続いていると思っております。本来、あってはならないという法のもとで、や

はり基本的人権の尊重や、平等、公平、こういった国の憲法に照らしても、やはり差別、

同和差別、部落差別は決してあってはならないと思っておりますが、いろんな差別とい

いますか、同和を部落問題も含めて、子供に対する虐待もありますし、いろんな差別が

なされているという現状はあると思います。その象徴的なものとして、こういった部落、

同和問題、こういったものがあると考えておりますし、少しでもこういった問題が解消

されて、本当に住みやすい環境づくり、そういったものが早くできたらいいなと、いつ

も思っております。

○議長（中井 勝君） ８番、竹内敬一郎君。

○議員（８番 竹内敬一郎君） このアンケートの中に、本人通知制度を知っていますか

という項目がございます。知ってる人が１⒋８％、知らない人が７⒎５％。続いて、次

の項目の中に本人通知制度に登録していますかについては、登録している⒉２％、登録

していない８０％、パンフレットには本人通知制度について、次のように説明されてお

ります。原則、本人とその配偶者または直系親族等しか請求できない戸籍謄本、戸籍抄

本等をそれ以外の第三者が請求し、自治体がい付した場合、自治体が証明書をい付した

という事実を戸籍の本人へ通知してくれる制度となっております。このアンケートでは、

約８割の人がこの制度を知らないわけですけども、この制度はいつ制度化されたのか、

またこの第三者が請求するとありますけれども、どのような場合に利用されるのか、具

体的にお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。
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○町長（西村 銀三君） 詳しい制定の月日など、把握をいたしておりませんので、担当

課長に答弁をさせます。

○議長（中井 勝君） 西村課長。

○町民安全課長（西村 徹君） 本人通知制度につきましては、町民安全課で、先般の

９月決算の委員会でも御質問いただきまして、回答したところでありますけども、制度

的には、先ほど御質問の中にありましたように、そういったものを発行した場合に、事

後ということで本人に通知をするという制度でございます。数につきましては、まだ本

当に、ちょっと今、手元に持っておりませんけども、まだなかなか浸透していないと。

あくまでも申請主義ということでしておるところでございます。

また、０口のほうにはそういった啓発のパンフレット等も置いておりますけども、な

かなか現状としてはそういうような状況ということでございます。

○議長（中井 勝君） ８番、竹内敬一郎君。

○議員（８番 竹内敬一郎君） どのようなときに利用されるのかということもお聞きし

てるんですけども。

○議長（中井 勝君） じゃあ、西村課長。

○町民安全課長（西村 徹君） 本人、家族という以外に、申請の場合については、行

政書士とかそういった方が申請をされるということがございますので、そういった場合

でございます。

○議長（中井 勝君） ８番、竹内敬一郎君。

○議員（８番 竹内敬一郎君） その第三者については行政書士等というのはわかるんで

すけれども、だから、それはなぜそういうものを必要とされるのかということを聞いて

いるんです。例えば、相手が同和問題に関係してるとか、そういう具体例を教えてくだ

さい。

○議長（中井 勝君） 西村課長。

○町民安全課長（西村 徹君） 今御質問がありました理由として、そういったことを

事前に、同和地区がどうかということで申請されることはないと思っております。

○議長（中井 勝君） ８番、竹内敬一郎君。

○議員（８番 竹内敬一郎君） それでは、これ実際に利用された方おられますか、現在

までに。

○議長（中井 勝君） 西村課長。

○町民安全課長（西村 徹君） 登録された方が極めてまだ少ない状況でございますの

で、実際何件ということは現在、ちょっと手元に持っておりませんけども、そういった

場合につきましては、事後通知させていただくということにしております。

○議長（中井 勝君） ８番、竹内敬一郎君。

○議員（８番 竹内敬一郎君） 過去にあったかどうか、１件以上でもあったかどうかと

いうことを確認しております。
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○議長（中井 勝君） 西村課長。

○町民安全課長（西村 徹君） ちょっと今、手元に持っておりませんので、それがあ

ったかどうかについては、ちょっと今、お答えできないということです。

○議長（中井 勝君） ８番、竹内敬一郎君。

○議員（８番 竹内敬一郎君） じゃあ、続けて、次の質問に行きます。

子供の人権についてでございます。子供の基本的人権を保障する、子ども権利条約が

１９８９年１１月２０日に国連で採択されてから、本年で３０周年になります。日本が

１９９４年に同条約を批准してからも２５周年になります。２０１９年３月現在でござ

いますけれども、１９６の国と地域が、この条約を締結しております。この子ども権利

条約には４つの一般原則があります。確認させてもらいますけれども、子供の命が守ら

れ、成長できるという生命・生存・発達の権利。そして、子供にとって最もいいことは

何かを第一に考慮するという最善の利益。自由に意思を表明する意見の尊重。人権、性

別、障がいなどで差別を受けないとする差別の禁止でございます。

この子供の意見の尊重について思い浮かびますのが、今、ちょっと有名になっており

ますけれども、地球温暖化対策を求める活動を１人で始め、各地の抗議活動の先駆けと

なったスウェーデンの少女、グレタ・トゥーンベリさん、１６歳がおられます。本年も

９月、国連本部で開かれた気候行動サミットで、各国指導者を猛烈に批判したことが話

題になり、マスコミでも大きく取り上げられました。大人が子供の目線に立って、同じ

ように考えることは難しいと思います。子供を１個の人格として尊重することがとても

大事なのではないかと思います。この子どもの権利条約第４２条で、この条約の趣旨を

子供と大人の両方に周知しなさいと規定されております。子どもの権利条約の制定は子

供は参加しておりません。策定したのは大人であります。子供から受ける意思や意向を

聞き、解決策を子供とともに考える仕組みをつくる必要があると思います。また、子供

が十分に意見を言えないときには、代弁してくれる仕組みも社会が考えるべきでありま

す。近年、子供の貧困や児童虐待、いじめなど深刻な問題が続いております。子供の人

権学習について、学校ではどのように取り組んでいるのかお尋ねいたします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 子供の人権もですし、大人同士の人権もそうだと思います。一

人一人が大切にする、大切にされる、そういった町をつくっていくというのは、もう大

前提であると思っております。学校の現状については、教育長からお答えをしていただ

きます。

○議長（中井 勝君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 先ほどもありましたけれども、子供たちの人権というのは、

本当にみんなが幸せになる権利がそれぞれ子供たちに与えられているものだと思います。

そのことについて学校現場のほうで、やはりお互いが認め合うこと、違いを認め合うこ

とであったり、自分を大切にすること。そして、人を大切にすること。それから、そう
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いったことにつきましても学校現場の中では、もう常にいろいろな教科と言わず、いろ

んな教科全体もそうですけれども、遊びを通してだとか学校生活の中で、全てのところ

においてそういった教育を進めていっております。道徳や特別活動の中なんかでは、や

はりいろんな人たちの理解をするというようなことで、福祉体験のこととか実際にアイ

マスク体験だとか車椅子だとか、そういったこと。また、お年寄りの方だとか、それか

ら妊婦体験などもしたり、そういった体験を通して相手のことを考えることができるよ

うな取り組みをしています。知的理解にとどまらないっていうことがとっても大事だと

思いますので、そういった中で、人権感覚をとにかく身につけさせることが大切だと思

っています。

今、いろんな問題があります。先ほどから出ております同和問題のことや女性差別の

ことやＬＧＢＴのこと。それから、子供のこと、高齢者の人権、障がい者の人権、外国

人の児童生徒のこともあります。最近、ＨＩＶのことやら日本人の拉致の問題やらアイ

ヌの問題、ハンセン病とか、もういろんなことの人権についての学習が学校現場にはお

りてきて、いろんな形で学習を進めていっているのが今の現状です。

○議長（中井 勝君） ８番、竹内敬一郎君。

○議員（８番 竹内敬一郎君） 人間は、その周囲の環境によって、よい人にも悪い人に

もなっていきます。善悪を判断するために、必要不可欠なものが教育であると私は思っ

ております。子供たちに接する人は、全てが教師となってきます。平和のためには、教

育がなければなりません。私たち大人みずから教育を必要とし、学びながら成長してい

くことが子供にとってよい模範となると思いますけれども、その辺の認識をお伺いいた

します。

○議長（中井 勝君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 今、議員がおっしゃったとおり、いろんな問題はやはり、私

は教育の中でしっかりと教えていくというか導くというか、そういうことがやっぱり解

決に近いのではないかということは常々思っております。そのために、やはり私たち大

人も人権感覚を磨くこと、学習すること、それを怠ってはならないと思っています。で

すので、子供たちがいろんな学校の中での学びや、それからいろんな地域の中での出会

いやいろんなところでの学びの機会をいただいて、あれ、おかしいんじゃないかって気

づく目、心の目をやっぱり大切に育てていかないといけない。私たち大人もそうですけ

れども、そういったことが非常に、こういった人権問題については大切になってくると

いう認識を持っております。

○議長（中井 勝君） ８番、竹内敬一郎君。

○議員（８番 竹内敬一郎君） それでは、次に、人権学習会について質問いたします。

本町では人権学習会、講座、人権セミナー等、数多く実施されております。時代の流

れとともに、テーマも内容も多岐にわたり変化するものと考えております。

ここで、人権学習会に取り扱ってもいいような本年の話題を上げてみたいと思います。
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一つに、あいちトリエンナーレ２０１９表現の不自由展、その後、国際芸術祭の展示開

催について、賛否両論の声が上がりました。内容は、従軍慰安婦を象徴する少女像や天

皇制についてであります。表現の自由を尊重する声に対し、思想・信条に対する差別を

する人と意見が分かれておりました。言論自由を守るべきと考えますけれども、このあ

いちトリエンナーレ２０１９について、何か感想があればお聞きしたいと思います。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） この展示会については、文科省っていいますか、行政が途中で

中止を、補助金を出さないという決定をされたりということで大きなニュース、話題に

なりました。やはり、基本的人権と一緒で、表現の自由、これは当然守られるべき案件

だと思っております。そういった意味で、政治が介入しないような、政治が介入したと

いうことも聞いておりますけど、やはり一人一人の作品はきっちりと尊重されるべき、

そういう展示会であってほしかったな、そんなふうに考えております。

○議長（中井 勝君） ８番、竹内敬一郎君。

○議員（８番 竹内敬一郎君） じゃあ、続きまして、もう一つの話題を取り上げてみた

いと思います。

本年、世界から２０チームが出場したラグビーワールドすップが日本で開催されまし

た。日本でも多くのラグビーファンがふえたのではないでしょうか。優勝した南アフリ

すでは、かつてラグビーは白人のスポーツでありました。アパルトヘイト、人種隔離の

終結が宣言されたのは１９９１年であります。当時の大統領ネルソン・マンデラ氏は、

黒人も白人も差別なく、互いに手をとり合う平和な社会を目指し、２７年半投獄に耐え

抜いて闘い続けてきました。黒人初の大統領に就任したのが、翌年１９９９年、南アフ

リすでラグビーのワールドすップが開かれております。南アフリすの代表選手たちは

「ワンチーム、ワンすントリー」チームは１つ、祖国は１つの合い言葉で団結し、快進

撃を続けて見事初優勝をなし遂げています。今回、日本開催でのワールドすップ、南ア

フリすの代表チームで初めて黒人選手で主将を務めたシヤ・コリシさんは語っておられ

ます。さまざまな背景、人種が１つになって優勝できた。１つになれば目すを達成でき

ると示せた、と。差別は人間の心に巣くうものであり、いつの時代にも存在します。だ

が、決して克服できないものではありません。１９９５年から続くラグビー南アフリす

代表の歩みは、人種や文化などの差異を人類は必ず乗り越えることができるという確か

なメッセージではないでしょうか。本町も差別をなくするため、学習、セミナー、講座

等を実施し、啓発を行っております。この学習会についての成果をどのように見解され

ておるのかお伺いします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本町では人権を守る、人権を大切にするという基本的な立場で、

いろんな学習会を行っております。例えば、人権推進室では町内会などいろんな団体を

中心に、年間約６０回程度実施をいたしておりますし、町の人権啓発教育協議会として、
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年間６回の人権セミナー、またさらに、文化会館において、人権課題についての学習会

を年間５回実施いたしております。をべ人数として約 ０００人ということで参加者を

いただいておりまして、いろんな意味で少しずつ人権に対する意識の高まりを感じてお

ります。

○議長（中井 勝君） 先ほどの答弁、漏れがあったんですけど、その分について答弁

を。

西村課長。

○町民安全課長（西村 徹君） 先ほど、データが答弁として不足しておりましたので、

本人通知制度の状況を報告いたします。きょう現在で、本人通知の登録者数が１５１人

でございます。それから、通知の数でございますが、これをべでありますが、１８件と

いうことで報告をさせていただきます。以上です。

○議長（中井 勝君） ８番、竹内敬一郎君。

○議員（８番 竹内敬一郎君） 人権差別と闘ったインドのガンディーやアメリすのキン

グ牧師。また、先ほど言いました南アフリすのマンデラといった人たちも、先達の人た

ちも対話の道を選んでおります。回り道にも思いますけれども、差別をなくするために

は、また、どうすれば差別をする人と対話の場をつくれるのか、このことを考えること

が重要だと思っております。この差別のない世界をつくるためには、人権というものの

根幹に、生命に対する畏敬の念がベースになければならないと私は思っております。生

命は平等でございます。人間の社会は、コミュニケーションによって循環されておりま

す。相手を否定して向き合う限り、差別はなくならないでありましょう。差別すること

は、結局は自分自身をおとしめることになると思います。一人一人がそのことに気づく

人権学習が必要なのではないでしょうか。見解をお伺いします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 差別をどのようにすればなくなるか、これは非常に重要な課題

だと思っております。一人一人、まずはやはり、自分がどうするか、そういうみずから

が差別をなくするためにどのような行動ができるか。私、あんまり難しくはないという

ぐあいに考えております。自分を大事にすること、その思いを他人にも思っていただく

こと。そういった自分と他人の関係を、やはり自分を大切にすることで他人の大切さも

わかってくると考えております。具体的な行動としては、やはり、まず挨拶を基本に、

挨拶、笑顔、こういったコミュニケーションを深めていくということが一番大事だと思

っております。

○議長（中井 勝君） ８番、竹内敬一郎君。

○議員（８番 竹内敬一郎君） 続きまして、除雪についての質問に行きます。

いつ雪が降ってもおかしくない、路面が凍結しやすい季節となっております。久斗山

に安泰寺というお寺がございます。安泰寺には、外国人が修行体験に訪れております。

池ヶ平口バス停から安泰寺まで約４キロございます。安泰寺のお寺は今、自給自足で、
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座禅道場に近年、多くの外国人、要するにドイツ人であったりオーストラリア人、キル

ギス等、多くの外国人がほとんどでございますけれども、この修行に来られております。

今シーズンの、この冬にも短期間の留守はありますけれども、４人の方が在住されるよ

うでございます。池ヶ平口から、バス停から約２キロメートルの路線については除雪機

械が入る。要するに、能力可能な道路でございます。この在住者の生活安定を図るため

に、この約２キロメートルの間の除雪計画に取り扱っていただくよう要望しますが、見

解をお伺いします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 御質問の、この路線であります。旧浜坂町の時代から除雪の路

線計画に入っていなかったということがあります。現在、町道のを長、約４００キロあ

りまして、そのうち除雪を行っている距離が１４７キロ、約３７％を除雪いたしており

ます。現状では全てを除雪するということは大変困難な、そういう状況もあるわけであ

ります。特に、この安泰寺につきましては、冬季の間、これまでは基本的に寺にこもる

というふうな、自給自足の生活ということで除雪をしてこなかったという経緯を聞いて

おります。今後、現状を、議員から初めてお尋ねがありましたので、久斗山地域の区長

さんなり、周辺の御意見、それからお寺の状況も聞きながら検討をしてまいりたいと考

えております。

○議長（中井 勝君） ８番、竹内敬一郎君。

○議員（８番 竹内敬一郎君） この安泰寺は今１０代目の住職で、女性の住職がおられ

ます。その前の９代目、皆さん御存じだと思うんですが、ドイツ人のネルケ無方さん。

この方には多分家族があったと思います、子供も。このときにも除雪はされてなかった

のでしょうか。多分、通学が必要だったと思いますけれども。このときはどうだったで

すか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 担当課長に答弁をさせます。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） 除雪計画の内容につきましては、町長が申されたとおりで

ございますが、この安泰寺までの、町道池ヶ平線でございます。浜坂町の時代からは入

ってなかったということがありますが、合併後ですけども、子供さんができまして、学

校のことがあるということがございました。それで、安泰寺と、それから久斗山の地区

と協議をいたしまして、３月の中旬の時点で積雪があれば除雪をするということで、い

通の確保をするということでここまでやってきております。最近、２月、３月は降らな

いことが多かったんですけども、２年前ですか、大雪になったときも除雪をさせていた

だいておるとこでございますので、遅くても４月には通れる状況ということを確保して

きたところが現状でございます。本年度につきましても同じように対応するということ

で考えております。以上でございます。
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○議長（中井 勝君） ８番、竹内敬一郎君。

○議員（８番 竹内敬一郎君） じゃあ、ぜひ前向きな検討を期待しております。

国内は現在人口が減少しております。移住・定住人口をふやすことはなかなか厳しい

のではないかと思われます。地元住民と多様なかかわりを持つ関係人口が、これから地

域おこしの新たな担い手になると私は考えております。あらゆる分野での関係人口を重

視していただくことを期待し、私の質問を終わります。

○議長（中井 勝君） これをもって竹内敬一郎君の質問を終わります。

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。

午前１１時３７分休憩

午前１１時４６分再開

○議長（中井 勝君） 休憩を閉じ、再開いたします。

次に、１０番、岩本修作君の質問を許可いたします。

１０番、岩本修作君。

○議員（10番 岩本 修作君） それでは、今回、浜坂認定こども園についての質問をさ

せていただきます。今回は、１０月の総務教育常任委員会の委員会資料をもとに質問を

させていただきます。

まず最初に、建てかえ候補地が２す所に選定された経過についてでございます。平成

２８年５月に浜坂認定こども園整備検討委員会が設置をされました。その後、候補地選

定審査会により、すこやか広場ということで選定をされましたが、しかし、自治区等か

ら再検討の要望書が提出され、合意には至りませんでした。

それから、現在まで約３年半がたちました。委員会資料の中に、この候補地一覧表と

いうのがありまして、これを見てみますと、９す所の候補地が上がっております。この

９す所の候補地のうち、現在地が４す所、あと中学校、すこやか広場、しおかぜ通り沿

いの私有地が２す所で、これは当初からあった候補地であります。今回新しくＮＴＴ西

側が入っております。これを見ますと、当初、すこやか広場が合意に至らなかった時点

で、町長の気持ちの中で、現在地しかなかったのではないかと思うんですが、そこで、

町長は町長になってから２年間なんですが、この２年間の間に、この９す所の候補地以

外にどのような場所を検討したのか、また、どのような理由で候補地に上がらなかった

のかをお聞きいたします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ９す所以外の候補地を検討したかどうかという御質問だったよ

うに思っておりますが、基本的には、この９す所が候補地として最適かどうか、そうい

う判断をしておりまして、９す所以外については検討いたしていないというのは、第２

期整備検討委員会の結果であります。
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○議長（中井 勝君） １０番、岩本修作君。

○議員（10番 岩本 修作君） 以前、前回の１２月議会ですか、そのときにも、この認

定こども園について質問したときに、現在地が本当にいつつかるかわからないので、ど

っか安全な場所をまた検討していただきたいという質問をさせていただきました。とい

うことは、そのときの質問の後に、どこかいい場所があるかとか、そういった検討はさ

れていないということでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 委員からの御指摘も具体的な提案もありましたんで、一応検討

はさせていただいております。ただ、非常に課題も多いということで、結果的に今回、

検討委員会の報告書のとおりということで上がっております。

○議長（中井 勝君） １０番、岩本修作君。

○議員（10番 岩本 修作君） ということは、この９す所の候補地の中で選ばれたと。

ほかは全然検討もされてないし、当たってもいないということでよろしいでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） そういうことになります。

○議長（中井 勝君） １０番、岩本修作君。

○議員（10番 岩本 修作君） 次の、質問の、安全だと思われる根拠にかぶってくるん

ですが、この一覧表の中に、重点項目といたしまして、災害影響区域という欄がありま

す。これを見ますと、一部すこやか広場は土砂災害の警戒区域には入っているんですが、

今回、第１候補地また第２候補地に選ばれた、選定された場所は洪水災害影響区域とい

う欄でバツになっていて、ともにかさ上げが必要となっていると書いております。なぜ、

この災害影響区域に該当している場所に、わざわざかさ上げをしてまで現在地に園舎の

建てかえをするのかをお聞きいたします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 総合的な判断、まちづくりの総合的な判断の中で、今回、候補

地として最適だということであります。土砂災害などと違って、浸水の場合は事前に水

位など予測ができる、避難の対応もとることができるといった観点から決まったと考え

ております。

○町長（西村 銀三君） １０番、岩本修作君。

○議員（10番 岩本 修作君） ということは、災害警戒区域に入っていても、洪水警戒

区域に入っていても、町長はこの現在地は安全だという判断で選ばれた。検討委員会の

皆さんもそういった考えで、安全だと思って決められたということでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 安全対策を十分とれば、総合的に判断した場合は、ここがベス

トだと、ベター、より候補地としてはいいところだと、そういう結論になったように聞

いております。
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○議長（中井 勝君） １０番、岩本修作君。

○議員（10番 岩本 修作君） それでは、このかさ上げなんですが、現状の地盤が現在

の道路高より約２メーター。さらに、現状の地盤から２メーターをかさ上げするという

ふうになっております。園舎も２階建てにするとなっていますが、この園舎の２階建て

も、都市部では敷地面積がなかなかとれないということで２階建ての園舎があるとは聞

いておりますが、２階建てにすることによって、園児たちの安全面というのは本当に確

保はできるのでしょうか。災害の際には２階に避難ができるようにと想定はされている

と思いますが、通常の園舎内でも園児たちの事故、どういうような設計になるかわかり

ませんが、階段から落ちるとかスロープから転がり落ちるとか、そういった事故等が２

階建てにすることによって、本当に事故が起こりやすくなるのではないかと思います。

また、４メーターをかさ上げして、さらにその上に２階建ての園舎を建てるとなると、

周辺の建物、郵便局やらスーパー、住宅等はありますが、その建物から比べるとかなり

の高さの建物になると思います。あそこの周辺は道も狭いですし、今後も見通しが悪く

なり事故等が起こりやすくなるのではないかと思いますが、町長はいかがでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） かさ上げは２メーターと聞いておりますし、２階に上がれば事

故が起きるかということでありますが、訓練を徹底することによって事故などは防げる

と思っておりますし、岸田川の堤防の水位、こういったものを済案する中で２階の部分

を避難場所として設置をしたいと考えております。そのような状況で、安全対策を徹底

したいと考えております。

○議長（中井 勝君） １０番、岩本修作君。

○議員（10番 岩本 修作君） かさ上げは、これ４メーターですよ、道路高からね。現

在の地盤から２メーターを上げるということは、道路高からしてみたら約４メーター。

現状の地盤が今、約２メーター上がっとるわけなんで、それから２メーターかさ上げ、

資料には４メーターと書いてありますよ。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） かさ上げ高さについては、現状農地から２メーターという計画

になっておると思っております。

○議長（中井 勝君） １０番、岩本修作君。

○議員（10番 岩本 修作君） 農地から２メーター。じゃあ、この資料は間違っとると

いうことでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） あくまでも、農地から２メーターと聞いております。

○議長（中井 勝君） １０番、岩本修作君。

○議員（10番 岩本 修作君） え、私が認識しておるのは、現状地盤から２メーター、

今、現状のある保育園の地盤から２メーターをかさ上げするということは、町長の考え
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としては、じゃあ、今の現在の保育園の地盤と同じ高さぐらいになるということなんで

しょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 基本的には、ほぼ同じ高さになると思っております。

○議長（中井 勝君） １０番、岩本修作君。

○議員（10番 岩本 修作君） ということは、この資料には２階建てをする構想になっ

とるんですが、２階建ての床が岸田川の堤防より高く設計するというふうに書いてある

んですが、今の現状、２メーターの盤から２階建ての建物をつくって、２階の床が堤防

より高くなるですか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 詳しい内容について、こども教育課より答弁をさせます。

○議長（中井 勝君） 長谷阪こども教育課長。

○こども教育課長（長谷阪 治君） 今言っておられるのが、この検討結果報告書の９０

ージを見ておられると思います。今言っておられる、６、７で海抜が園舎の北側で⒈８

メートル、園舎の東側で２メートルということですので、それに北側であれば、洪水の

ところを見ていただきますと、かさ上げを⒉２メーターすれば海抜が４メーターになる

と。東側のところでは、かさ上げを２メーターすれば海抜が４メーターになると、そう

いうふうなことで海抜が４メーターのところになると。かさ上げてすれば地盤がそこに

なるということでございます。以上です。

○議長（中井 勝君） １０番、岩本修作君。

○議員（10番 岩本 修作君） え、ということなんで、今の農地の高さからってことで

いいんでしょうか、その２メーターというのは。

○議長（中井 勝君） 長谷阪こども教育課長。

○こども教育課長（長谷阪 治君） 今の農地からということです。

○議長（中井 勝君） １０番、岩本修作君。

○議員（10番 岩本 修作君） じゃあ、現状の地盤の、この今のある現状の高さという

ことでいいんですよね。ちょっとまた、調べ直して、また後で、個別で質問させていた

だきます。

仮に、現在地周辺で建てかえをするとなった場合、今、地盤が砂地となっておりまし

て、基礎ぐいが必要の可能性がありと書いてあります。以前、現在地を造成する際には、

約１００本のくいを打っているということで、この周辺ということで確実に基礎ぐいは

打たなければならないと。また、今回、現在地の地盤より、ここちょっと一緒だって言

われとるんで、その上に２階建ての建物を建てるということになると、かなりの基礎ぐ

いが必要となってくるように思います。以前、文太郎図書館等造成する際に聞いた話な

んですが、かなりの造成費がかかったと聞いておりますし、現在でも新残土処分場でも

改良材、添加量が増加、追加されております。そういうことで、やっぱり造成費という
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のはかなりの金いになってくると思います。

何が言いたいかと申しますと、わざわざ、この地盤の悪いところにかさ上げをしてま

で造成するのではなく、かさ上げをしなくてもいい場所を選んだら多いな造成費を使わ

なくてもいいですし、園舎も２階建てにしなくてもいいと思いますが、町長の考えはい

かがでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 全ての１階の部分を丸ごと２階につくるというわけでなく、避

難誘導する、そういった場所を一部つくるということで、過重的にはそんなに心配はな

いっていいますか、プロではないですからはっきり言えないんですけど、経費も含めて

そんなにくいも、何ていいますか、全部完璧にするというふうな２階構造にはなってお

りませんので、十分いけると思っておりますし、仮にほかの土地を検討する場合、今の

場所であれば、これまでの土地が生かせるということで、買で面積も少なくて済むと、

新たな土地になると、今の保育園の倍の面積、それ以上になるかもわからんのですけど、

余分な土地買でが必要になってくると考えております。浜坂地域どこをとってみても、

基本的には軟弱地盤、そういうことを聞いておりますので、くいの数はそんなに、ここ

のみならず、あんまり変わらないと考えております。

○議長（中井 勝君） １０番、岩本修作君。

○議員（10番 岩本 修作君） ということは、町長の考えではほかの候補地を探したら

土地購入費がかかるけど、造成費はかからないっていう考えで。けど、やっぱり造成費、

この場所を選んでも土地購入費は安く上がるかもしれませんが、かなりの造成費がかか

ってくると思いますし、まずほかのところを選んで土地購入費が高くついて、造成費が

安くなる、僕、一緒のことだと思うんですよね、お金を使うことに関したら。だから、

そういう考えも、安全な場所をやはり最優先で本当に選んでいただきたいと思います。

造成費が安く上がる、土地購入費が安く上がるという考えではなく、安全なところ選ん

でいただきたいと思います。

ちょっと聞き忘れていたんですが、検討委員会なんですが、この候補地２す所に決め

られた際に、委員の中で、この候補地２す所に対して反対者はいなかったのでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） コストのことを言ったのは一例でありまして、総合的な判断の

中で決定をなされていると思っております。ぜひ、コストが安いから高いからという面

も、総合的判断の中の１つでありますし、今の土地が生かせるという点、それからどの

土地、浜坂町内、浜坂の市街地内どこをとってみても、やはりくいは必要だと考えてお

りますし、そういった全体像、それから町並みの形成、今後のまちづくりのあり方、そ

れからいろんな救援体制、郵便局はありますし図書館もありますから、いろんな、仮に

災害が起きた場合の支援も人の手でやりますから、そういう支援体制も構築しやすい、

そういった総合的判断の中で最適地だ、そのように結論が出たと思っております。
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あり方検討委員会の反対者はなかったと聞いております。

○議長（中井 勝君） １０番、岩本修作君。

○議員（10番 岩本 修作君） 検討委員会なんですが、じゃあ全員出席で全員が全会一

致ということでよろしいんですね。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） こども教育課担当課長がお答えします。

○議長（中井 勝君） 長谷阪こども教育課長。

○こども教育課長（長谷阪 治君） 第７回が最終でございました。欠席は４名の委員の

方が欠席をされています。出席していただいた委員の中では反対者はなかったというこ

と。それと、欠席された方にも後日、会議の状況をお伝えして、それで反対ということ

はなかったということでございます。以上です。

○議長（中井 勝君） １０番、岩本修作君。

○議員（10番 岩本 修作君） ということは、じゃあ全員が賛成、全会一致ということ

で。わかりました。

次に、保護者アンケートの内容についてお聞きいたします。最初に、浜坂認定こども

園の建てかえ候補地はどこがいいですかといったアンケート内容で、候補地がすこやか

広場と現在地周辺、あとはその他ってなってるんですが、なぜこの２す所だけの候補地

なんでしょうか。この一覧表には９す所ある中で、なぜアンケートに対しては２す所の

候補地しか上がってないんでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 詳しい内容について、担当課長がお答えします。

○議長（中井 勝君） 長谷阪こども教育課長。

○こども教育課長（長谷阪 治君） 整備検討委員会の中で協議をしていく中で、残って

いたものといいますか、今回の浜坂認定こども園周辺の２す所、それと前回の、１回目

のときのすこやか広場ということで、すこやか広場ということも当初、第２期の検討委

員会を開くときにそういう意見もございましたので、今回その２す所ということでして

いたと。ここに９す所ということで上がってますけども、ほかの箇所については、それ

までに検討委員会の中では、もう候補地ということからは外れてきていたということで

ございます。以上です。

○議長（中井 勝君） １０番、岩本修作君。

○議員（10番 岩本 修作君） 今言われた候補地４す所というのは、すこやか広場と現

在地周辺というのが３す所で４す所。そのうちの２す所で現在地とすこやか広場になっ

たっていうことでしょうか。

○議長（中井 勝君） 長谷阪こども教育課長。

○こども教育課長（長谷阪 治君） 現在地というのは現在地で、今回最終に報告いただ

いた東側と北側というふうな、現在地周辺というのはそういうこと、現在地、園がある

－４５－



周辺と、あとすこやか広場でどうでしょうかということでございます。

○議長（中井 勝君） １０番、岩本修作君。

○議員（10番 岩本 修作君） ということは、現在地が２す所とすこやか広場というこ

とですね。その後に、その理由は何ですかといったアンケートの内容で、１番目に総合

的とあるんですが、この総合的とは一体何なんでしょうか。また、２番目に利便性が高

いとありますが、具体的にどういったところが利便性が高いのかお聞きいたします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 総合的っていうのは、先ほど言ったとおりであります。避難す

る場合、いろんな人の手の、目が行き届く場所にある。それから、町並み形成、郵便局

があり、図書館があり、そういった利用のあり方。ばらばらせずに、やはりまちづくり

の将来像が描ける、そういったことが総合的な判断。それから、道路が狭いというふう

な御指摘あったんですけど、いろんなところから入れるということで、一方で、流入、

車の出入りがしやすい、こういったこともあると考えております。そのような判断で決

まったと思っております。

○議長（中井 勝君） １０番、岩本修作君。

○議員（10番 岩本 修作君） このアンケート調査なんですが、対象者が認定こども園

に通われている保護者の方ということで、やはり候補地がすこやか広場と現在地周辺だ

けでしたら、やっぱり通われてる保護者からしてみたら現在地周辺っていう回答が多く

なるのではないでしょうか。その理由にしても、すこやか広場と比べたら、それはやっ

ぱり利便性も高い、先ほど町長の答弁で言われた、まちづくりに対して総合的にもすこ

やか広場と比べたらやはりこの現在地周辺っていうふうに答えると思います。

しかし、この現在地周辺と回答した方の中でも、理由は何ですかのところで、安全性

が高いといった項目があります。安全性が高いと思われた方でも、たったの３件なんで

すよね。やはり、保護者の方でも現在地、また周辺は安全ではないといった認識を持っ

ているのだと思います。本当に浜坂認定こども園の建てかえは早急にしなくてはいけな

いと思うんですが、一番肝心な安全面を本当に最優先に考えていただいて、かさ上げす

るんだから大丈夫とか２階建てにするから大丈夫ではなく、本当に園児たちが安全に学

べて、また安全に通園できる場所を最優先に考えていただきたいと思います。多分、町

長を初め、教育長、またはこども教育課長や検討委員会の方たちも現在地が安全だとい

うふうには絶対思っていないと思います。だからこそ、かさ上げをしたり２階建てにす

るといった対策を考えているのではないかなと思いますし、しかしかさ上げする、また

２階建てにすることによって、また別の問題が出てくるということだけは認識をしてい

ただきたいと思いますが、町長はいかがでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） １００％安全ということは、どこをとってみてもいろんな災害

が起きる可能性は昨今の状況ですからあり得ると思っております。安全対策と、それか
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ら安全対策に関するいろんな避難行動であるとかいろんな対応策を考えてやっていくと

いうのがまちづくりの大事なところではないか、そんなふうに思っております。日本国

中海に囲まれておりますし、もう本当に海抜ゼロメーター地帯に住んでる方もたくさん

いらっしゃるわけです。そういった点考えても、やはり毎日水没しておるような、そう

いう地区ではないと考えておりますし、ぜひ全体像の中で結論が出たもの、そう考えて

おりますので、そういったところを尊重をしていきたいと思っております。

○議長（中井 勝君） １０番、岩本修作君。

○議員（10番 岩本 修作君） どこ探しても完璧１００％安全なところはないと思いま

す。ただ、安全な場所というか、今現在地はつかったと、以前に、そういった事例もあ

りますし、今の現在地より安全な場所って新温泉町まだたくさんあると思いますので、

あえてそういった建てかえをするときに、わざわざつかったような事例があった場所に

建てかえするのはどうかなと思います。その辺を今後よく考えていただきたいと思いま

す。

次に、大庭認定こども園の統合は検討したのかということなんですが、以前もこの件

について質問をさせていただきました。その後、どのような検討をされたのかをお聞き

いたします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） あえて今の場所に建てるという御質問ですけど、あえて今の場

所に現存、現在建っとるわけですね、あえて。そこは何で今あの場所が選ばれているか。

そういう、そこに至った結論をやはりきっちりと受けとめる必要はあると。やはり、そ

こはこれまでの努力されて、あそこに建築された経緯があるわけです。何でかあそこに

なった。それはそれなりの理由があると。あえて遊水地であるけど建った、そこも逆に

言えば、よく考えていただきたいなと思っております。

それから、大庭認定こども園については、前町長時代から残すという方針が出ており

ますし、地域の中で、やはり保育園はより地域といいますか、親の近い地域で、地区で

保育園はあるべきだ、そんなふうに考えておりまして、継続して残していく方向で考え

ております。

○議長（中井 勝君） １０番、岩本修作君。

○議員（10番 岩本 修作君） 以前の方が今現在地に建てた経過は僕にはわかりません

が、このたび建てかえっていうふうになっているので、そういったときに別に現在地が

危ないということなんで、そこを変えてはどうかという思いで言っておるだけで、現在

地が以前どういうふうな経過で建ったかは私にはわかりませんが、本当に今建てかえる

この時期に、わざわざまた同じ場所に建てるんじゃなくて、もっと安全な場所に建てた

らいいのかなと思います。

大庭認定こども園なんですが、浜坂認定こども園より建物も古いですし、耐震診断等

で耐震補強か建てかえといった結果も出ております。ということは、浜坂認定こども園
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も同様に、大庭認定こども園も建てかえをすると。それも同時期に建てかえをするとい

う考えでよろしいでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 大庭も浜坂認定こども園同様、大変古い建物であります。耐震

構造を早急に安全施設になるように改修をしたいと思っております。時期は同時という

よりも、今後検討したいと思っております。

○議長（中井 勝君） １０番、岩本修作君。

○議員（10番 岩本 修作君） では、早く大庭認定こども園はしなくてはいけないとい

うように思いますが、浜坂認定こども園は早くして、大庭認定こども園は後回しという

ことでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 後回しという表現は使っておりませんし、早急にしたいと思っ

ております。

○議長（中井 勝君） １０番、岩本修作君。

○議員（10番 岩本 修作君） ぜひ、そういう考えであるんであれば、同時期にするの

が普通ではないかなと、同時進行するのが普通ではないかと思います。

このたび委員会資料に児童数の推計が載っておりますが、見てみますと、１０年後、

浜坂認定こども園で児童数が約１００人、大庭認定では６３人なんで、現在の浜坂認定

の児童数が１８４人ということで、現在の浜坂認定の児童数より少なくなるということ

がわかります。今後は、どんどん子供の数も減っていく中、本当に浜坂と大庭の統合は

必然的だと思いますが、その点はいかがでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 減るから減らせという単純な論議にならないように、まちづく

りは、やはりふやしていけるような方向性、そういう活力ある町にしたいと思っており

ますので、ぜひ減るから減らせという論議にならないような、そういう方向をつくって

いきたいと思っております。

○議長（中井 勝君） １０番、岩本修作君。

○議員（10番 岩本 修作君） 今後は、こども園だけでもなく、小学校、中学校も何年

後になるかわかりませんが、このまま行くと本当に統合しなくてはいけないときが来る

と思います。実際現実問題ですよ。やはり、子供にとってたくさんの友達とたくさんの

仲間と一緒に学んで、一緒に遊んだほうが絶対楽しいですし、やはり今後、小学生、ま

たは中学生、高校生になるにつれての環境の変化にでも対応しやすいのではないかと思

います。ぜひ、町長、この町、また子供たちの将来のことを見据えていただいて、今後

の浜坂認定こども園の整備、また大庭認定こども園との統合について、真剣に考えてい

ただきたいと思います。

またあした、あさってでも同僚議員から同じ、認定こども園の質問があると思います
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が、私はこの辺でやめさせていただきたいと思います。

最後に、町長の答弁をお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 真剣に考えれば、実は個性、顔が違うようにいろんな保育園が

あっていいと、大きい保育園も要るかもわからんですし、小さい保育園もあってもいい。

それがまちづくりの基本だと、大きければいい、少なかったら減らせと、こういう論議

やっとったら、未来は全く開けてこない。そういう内向きの、縮小の論議ばっかりしと

ったら、この町にますます人口は減っていく、そんなふうに思っておりますので、私は

岩本議員と全く逆の考えを持っております。

○議長（中井 勝君） これをもって岩本修作君の質問を終わります。

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。

午後０時１８分休憩

午後１時２０分再開

○議長（中井 勝君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

次に、６番、森田善幸君の質問を許可いたします。

６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） ６番、森田善幸でございます。

一般質問の許可を議長より受けましたので、質問させていただきます。

本日、午前中に３人の同僚議員が町政のさまざまな課題についての質問をいたしまし

た。これら町政の課題解決のためには、財源と人材と時間が必要であります。い流人口

をふやす観光振興は町外の人を町内に入れ込み、お金を使っていただくことで宿泊業や

小売業、飲食業が潤い、それが町内の他の業種に循環することで全産業の活性化につな

がり、ひいては町税の増でにつながります。これが財源の確保ということです。

また、い流人口がふえるということは、その中から当町に住んでみたいと思われる方

もふえるということにつながり、これから町を担う人材の確保にも通じていくことにな

ります。このように、観光業の振興は当町の課題解決のための糸口になるものでありま

す。町内の経済循環については６月定例会で一般質問しましたので、今回はこの観光振

興をメーンテーマとして質問いたします。

それでは、１つ目、来町者１５０い人達成のための計画について質問いたします。当

町は海、山、温泉と自然に恵まれ、観光地として高いポテンシャルを持っております。

特に温泉については町内３す所の大きな温泉もあり、その源泉温度や成分は異なり、そ

れぞれ特徴を持っております。町長は、おんせん天国実現のための２つの大きな目すを

掲げられました。その一つが、温泉を活用し、観光振興を図り、５年後の来町者を１５

０い人にすることであります。今の町内の観光業の現状を考えると５割アップというこ
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とは大変難しいと思われますが、まずは単純に、５年後とはいつを起点として、１５０

い人達成の目すは令和何年度のことになるのか質問いたします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） １１月１６日、浜坂道路２期の工事が、起工式が行われました。

６年後には鳥取まで高速道路が完成するという予定になっております。そういった高速

道路網のつながり、こういったものを考えたときに、我が町はどう変わっていくか、そ

れを考えると、これは知事の言葉でありますけど、通過型になる可能性があるよという、

こういった御意見をいただいております。それまでにきっちりと魅力あるまちづくりを

進めていく必要がある。そんなふうに強く思っております。高速道路網の発展に、これ

は町の活性化につながる、そういう方向性で５年後という一つの区切りをつけた、そう

考えております。達成時期というのは、ことし、この令和元年度、これをスタートとし

て、５年後、平成６年には目す達成したい、そんなふうに考えております。

○議長（中井 勝君） 町長、今、平成６年って言いましたよ。

○町長（西村 銀三君） 訂正します。令和であります。１１月１０日であります、起工

式、訂正をいたします。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 令和６年に１５０い人を達成するということでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 令和６年度に達成したいと考えております。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） ちょっと鎌をかけるようで申しわけないんですが、９月

定例会において、同僚議員の同じような質問がありました。その際には令和４年という

ふうに町長はおっしゃっておりました。ですから、平成３０年を起点として５年間とい

うことで３０年、１年、２年、３年、４年というようなことでしたが、本当にこの目す

達成はきっちりとしとかないといけないので、改めて、じゃあ、令和６年に１５０い人

を達成するということでよろしいでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 以前の発言は訂正をいたします。切りのよい令和元年、これを

スタートにやっていきたいと思っております。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） では、令和６年度中に１５０い人を達成ということで、

その達成のための方策をこれから質問していきます。

まず、町広報等で町長は、平成２９年度は本町への来町者が１０９い ０００人、そ

して平成３０年は１１０い ０００人とし増したとおっしゃっておりますが、この数し

はどういったものを積算したものかお尋ねします。いろんな分野があって、それをトー

タルしてこういった数しになると思うんですが、それはどういったものを合計したもの
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か、お答え願います。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 国の官公庁の観光入り込み客統計に関する共通基準というもの

がありまして、その基準に基づいて算出をいたしております。新温泉町内の施設数の１

６地点、それからイベント数が４地点の調査を行って、その数しを出させていただいて

おります。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 詳細については、私も資料請求をいたしまして計算して

おります。それでは、町長は民間企業の経営者でもありました。５年後に売り上げを５

割アップするという大きな目すを立てれば、当然１年後には幾ら、２年後には幾ら、３

年後には幾らというような年次計画を立てられると思いますが、町行政としてい流人口

の今後の年度ごとの目すをお尋ねいたします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 令和６年度で１５０い人ということですから、約１０い人、１

年に１０い人近くをめどにふやしていきたい、そのように考えております。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） それでは、そのように目すを掲げて、１年ごとの施策を

練っていただきたいと思いますが、先ほども項目をいろいろ言われましたが、例えばイ

ベントなり、ここに上げられているのは温泉というくくりで、各温泉施設、入浴施設で

すね、それから各温泉の宿泊施設に泊まられた方の合計も載っておりますし、それから

公園の入場者の方、それから施設見学、そういったものがトータルとして合計されてい

るんですが、今度はそれぞれの分野でどういったところに力を入れるか。やっぱりいろ

いろあると思うんです。例えばイベントとかで、もうほぼほぼ今、目いっぱいの駐車場

で来られてたら、今後それは伸ばそうと思ってもなかなか伸びないと思うんです。だか

ら、伸びる範囲のところをふやしていかなければ当然いけないわけで、そこら辺のこと

で、何を特にふやしていきたいと思っているのか。それから、それは例えば今年度、１

０い人ふやすうちの何い人はここでふやしたいとか、そういった計画はないでしょうか、

お尋ねします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 個別の計画はつくっておりませんが、それぞれの現在の入館、

例えばリフレッシュであれば約７い人という実績があるわけです。そういったものを今

後きっちりとデータとして、１１０い人、１２０い人、そういった具体的な目すになる

ようにつくり上げていきたいと考えております。町に現在、い流をふやすということで、

道の駅もできておりますし、いろんな集客の要素がかなりあります。そういったものの

現状を改めて検証する中で、具体的な計画をつくっていきたいと考えております。

○議長（中井 勝君） 森田善幸君。

－５１－



○議員（６番 森田 善幸君） さきにも言いましたように、町長は企業の経営をされて

いるわけでして、それで売り上げを何ぼアップさせるということは、例えばこの分野で

は幾らアップ、この分野では幾らアップというような計画を当然今まで立てられてきた

と思っております。町政もそういった形で本当に立てないと、ただ単に漠然と１５０い

人ではなしに、１５０い人を目す達成するためには、年ごとにこうであり、さらに、例

えば宿泊数だったら、これ。それから、この施設だったら、今度ここが目すというふう

に、そういったアップの数しを上げていって、それを実行するためには、今度はそれぞ

れどういった施策が必要かと、そういったことをきっちりと決めて実行すべきと思って

おります。

それでは、いろいろやらないといけないことはあると思うんですが、一番何を重視さ

れているか、どういうところを伸ばそうとされてるのか、そういうものがあったらちょ

っとお聞かせ願いたいと思います。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 町の魅力を高めるということが一番重要だと思っております。

そのためには、やはり町名が新温泉ですから、温泉をいかに魅力あるものにしていくか、

その恵みをまず一番、町民がどう享受できるか、そういったところを一番に重視をして

やっていきたいと考えております。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） ちょっと私は、どういった分野をというふうにお尋ねし

たんですが、ちょっとそういう答えではなかったようなので、私が考えますには、やは

り宿泊客の増加、これを一番大きな目すにすべきと思っております。日帰り客、いろん

なイベントだけに来られた方、いろいろいますが、来町者の中で最も、ちょっと商売的

なことを言うと、客単価の高いのは宿泊客であり、これをふやすっていうことが町の経

済の活性化、ひいては町税、それから、ここは温泉地ですので、入湯税の増加にもつな

がります。

ただ、現状見てみますと、国内旅行者については、昨今の消費税の増税、それからち

ょっとょがせてましたが、年金の ０００い円のょょ問題、週末ごとの悪天候、それか

ら５月の超大型連休の反動、そういったことで今年度の宿泊客は残念ながら、昨年は自

然災害が多発して大幅な減少がありましたが、それよりもさらに減少して、もう本当に

湯村温泉に限って言えば、危機的な状況であると。かつて大型旅館が廃業されたときに

も迫るような勢いになっていると聞いております。

そうした中で、外国人宿泊客を見てみますと、特に湯村温泉で増加しております。２

９年度、 ４４０人であったものが、３０年度には ５５３人と、対前年８７％のアッ 

プであります。やっぱり伸びやすいところに力を入れて伸ばしていくというのも一つの

方策でありますので、外国人宿泊客の増加施策をお尋ねいたします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。
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○町長（西村 銀三君） 議員のおっしゃるとおり、外国人の観光客は湯村温泉では相当

数ふえているようであります。インバウンドのそういった日本国内全体のそういう流れ

があります。この流れを湯村温泉、それから新温泉町内の宿泊施設、七釜、浜坂地域に

おいても伸ばしていく必要があると考えております。台湾とのプロモーション事業も充

実を図っておりますし、今後さらにこういった外国人の観光客誘致に力を入れてまいり

ます。そのようなことで、我が町のすニや但馬牛、こういったすばらしい食材がありま

すので、これをＰＲして、さらに魅力を高めていきたいと考えております。

○議長（中井 勝君） 町長にお伝えをしておきます。議会におきます発言の取り消し、

訂正は、その会期中に限られております。先ほど９月定例会の訂正をしていたようです

けども、できませんので、９月定例会における発言の訂正は今定例会では認められませ

んので、発言については十分注意をして発言をしていただきますようお願いをいたしま

す。

○町長（西村 銀三君） 気をつけてやります。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 私も湯村で商売をしておりまして、台湾の観光客の増加

というものは肌でひしひしと感じており、こういった成果が出たものと思っております。

それから、そういった方に対しては、特にＷｉ－Ｆｉ環境の整備、荒湯周辺等、こう

いったものの今後の計画はどうなんでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） Ｗｉ－Ｆｉについては、荒湯周辺、それから一部商店で取り組

んでいただいております。大手旅館については、現状、私、把握いたしておりませんの

で、担当課長より報告をしていただきます。

○議長（中井 勝君） 水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） 外国人観光客のＷｉ－Ｆｉの必要性というのは統計で

も出ておりまして、特にこちらの田舎に訪れて不便なものというのは、Ｗｉ－Ｆｉ環境

がないということが大きな理由の一つに上がっております。なので、これから担当課、

企画になろうかと思いますが、Ｗｉ－Ｆｉの拡大に向けて、観光の担当課としても取り

組んでいきたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） ぜひ力を入れていただきたいと思います。

それから、言葉の問題ですね。やっぱり田舎の商店とか、なかなか外国人の方が来ら

れたら、ぐっと警戒したり、なかなか難しい状況があるんですが、現在、おんせん天国

室で温泉担当の地域おこし協力隊を募集しておりますが、なかなか応募者がないという

ような現状を聞いております。そこで、それをさらにグレードアップして、外国人旅行

者の対応や、海外への温泉情報発信なども職務内容に加え、それはそれで別に、国際い

流担当というので募集もされているんですが、そういったものを一度一緒にして、もう
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少し報酬を上げるとか、そういった形で募集してはいかがでしょうか。

それから、地域おこし協力隊の募集についてですが、いろんな行政が行っているモニ

ターツアーに学生さんが参加されたりとか、商工会が連携している大学の生徒さん、そ

れから、つい最近行われた新温泉大学、これを受講された学生の方にも直接、地域おこ

し協力隊に入ってもらえんかというようなことを促してはどうでしょうか。そのあたり

いかがですか、町長。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 先日も福知山公立大学から数名来られまして、この温泉の歴史

や温泉の勉強会を開いていただいております。そういった意味では、いろんなつながり

ができる場面がどんどんふえていくと思っておりますし、この地域おこし協力隊員もな

かなか募集しておるんですけど、現状ではまだ見つかっておりません。そういったとこ

ろも、つながりを強化するように、今後さらに強めていきたいと思っております。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 単に募集するだけでなく、本当にせっかく来ていただい

た学生さんに一人一人お声をかけたりとか、そういったことも必要ではないかと思いま

す。

それから、外国、インバウンドについてはひとまず終わりまして、これもインバウン

ドとも関係してくるんですが、全国的に宿泊客が落ち込んでいる中、そういった中でも

体験型ツアーというものが人気があって、それを多く企画されている観光地は観光客が

増加、ないしは落ち込みが少ないと聞いております。その点で、本町はどうもおくれを

とっているように感じるわけですが、現在、モニターツアーなどはよく行われているよ

うですが、その内容や成果、それから旅行プランとしての実現化の可能性があるのか。

そして、さきに設立された麒麟のまち観光局、こういったもので本町に宿泊する体験型

のツアーを企画できないのか。そのあたりは町長、いかがでしょう。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 全国各地、体験型、外国の方も含めて、体験型の宿泊、保養地

などは人気があるということは聞いております。当町では素材はたくさんあると思って

おります。海、それから滝もありますし、温泉めぐりもそうです。いろんな体験ができ

るような、そういう企画、イベントをふやしていきたいとは思っております。

それから、いなか体験協議会など、そういった体験プログラムをつくって、今後推進

を図るように考えておりますし、先ほど御提案のあった鳥取市との麒麟のまち観光局、

こういったところの連携も深める中で、インバウンドなど、来町する方々の体験コース

をつくっていきたい、そのように考えております。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） ぜひとも連携でやっていただけたらと思っております。

先般、リフレッシュ館のオープンイベントに行ってまいりました。すると、館内のち

－５４－



ょっと目立たないところに商工会が企画した多くの体験プランのパンフレットが置いて

ありました。関係者の方にこのパンフレットについて聞くと、今は行われていない企画

もあるということでしたが、中身を見ると本当に２０種類ぐらいプランがあったんです

けど、興味深いものもあって、一つ一つはちょっと弱いかもしれませんが、これらをう

まく組み合わせたらおもしろい体験ツアーができるのではないかと思いました。こうや

って、もう既に既存の企画もあるんです。ですから、さきに町長が言われましたが、連

携ですね、行政と観光協会、商工会、それからここのリフレッシュパークなどの各施設、

それと民間企業、そういったものが連携して、それこそことしの流行語大賞にワンチー

ムというものがなったと聞いておりますが、ワンチームで体験ツアーを考えていくべき

と思います。

それでは、次に、店舗の活用のことなんですが、昨今、店舗の廃業が続いて、特に市

街地内に空き家が多くなってます。湯村温泉では飲食店の廃業が相次ぎ、観光客の方も

困っているというのが実情です。そうした中で、おんせん天国室主催で、地域力創造ア

ドバイザー事業で派遣された吉田道郎先生のもと、湯村温泉街の修景整備のワークショ

ップをされて、その中で空き家リノベーション事業、空き家の改修ですね、これによっ

て人が集まる拠点づくりを目指すべきというようなことが上げられておりました。また、

町のホーム０ージを見ますと、空き家の物件の紹介が数多くありますが、浜坂や湯村の

市街地区域の物件というのが実際はたくさんあるんですけど、そこには余り載っていな

いという状況であります。家主さんのさまざまな事情があるんでしょうが、家でも店で

も放置されていればどんどんどんどん劣化していきます。それともまた、湯村温泉街で

すフェをしたいとかスナックをしたいという声も聞いているんですが、なかなかそれら

がうまいことマッチしてないというのが実情でして、これをマッチさせる仕組みを何と

か行政や商工会等の経済団体で連携してつくっていくべきと思いますが、いかがでしょ

うか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 確かに空き店舗っていいますか、かつてにぎわっていた店舗が

少しずつ減っております。先日も商工会の会長さんが見えまして、平成１７年、合併し

た当初、商工会の会員が約６００以上あったと。現在は４００台、２００近く減りまし

たよということで、事業所はどんどん減っているという、そういう厳しい現状はあると

思います。そういった中で、今ある空き店舗を生かしていくということは、観光面、そ

れからまちづくりの全体の活性化につながるということで、空き店舗の事業、さらに強

化したいと。現在、制度として空き家リフォーム助成制度、こういったものもやってい

るわけでありますけど、これを一般のこれまでの空き店舗にもさらに助成ができるよう

に見直しを図って強化していきたい、そんなふうに考えております。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 民間と民間の取引ではなかなかできにくい部分がありま
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すので、そこに行政とか行政に準ずるような団体が仲立ちしてもらって、うまいこと需

要と供給がとれるような仕組みをつくっていただきたいと思います。

次の質問に移ります。１０月２４日、温泉療法医がすすめる健康と保養の温泉地、日

本の名湯百選に湯村温泉が認定されました。認定しているＮＰＯ法人健康と温泉フォー

ラムには温泉療法の研究者や医師、全国にある温泉地の観光商工団体、自治体などが参

加しており、百選には既に当町の浜坂温泉、七釜温泉も加入しており、今回、湯村温泉

はこのエリアに加わる形で選ばれました。このフォーラム、温泉を健康増進に活用しよ

うと、そういう団体です。今後は町民の健康増進、これもおんせん天国の一つの大きな

柱となっておりますが、これにはもちろん来町者の健康増進という面で見れば、当然あ

る程度、湯治ということで、長期の滞在が必要となって、そうするとをべ宿泊数の増加

につながります。これが結局町の経済にいい影響を与えるということで、今後の温泉の

活用による健康増進を目的とする来町者獲得のための施策についてお尋ねします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） この湯村温泉も、今回、名湯百選ということで、七釜、それか

ら浜坂温泉とともに、この名湯百選に認定をしていただきました。これを契機に、環境

省などからもいろんなアンケートをとっていただくように依頼を受けておりまして、温

泉のより効果的な活用方法、それから温泉の効果の実態、こういったものをアンケート

で調査をいたしております。いろんな面で温泉活用のあり方をさらに深めていく、そう

いう時期に来ていると考えておりますし、おんせん天国室を中心に、現在、各地域でも

実施されておりますけど、いきいき百歳体操など、これをより現在ある温泉施設との連

携を深めていく中で、さらに健康アップ、それから地域の温泉活用の一層の推進を図っ

ていきたいと考えております。また、施設利用に当たっては、温泉入浴指導員など、こ

ういったものを養成、配置をしていきたい、そのように考えております。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） この事業についても、今後大きな伸びを期待できるもの

であります。また、同僚議員もこの件については詳細に質問されるようでありますので、

私はここでとめて、次の質問に入りたいと思いますが、リフレッシュパークゆむらの今

後の活用ということでお尋ねいたします。先般、１２月１日、３す月余りの改修工事の

休館を経て、リニューアルオープンされて、初日はオープニングイベントが行われて、

大勢の方が来館され、にぎわっておりました。前回、９月の定例会の一般質問で私は、

休館中のリフレッシュ館の小イベントをするというようなことが委員会で出てましたの

で、この内容について質問しましたが、その答弁では、現在ある大学の温泉サークルと

イベントなどを共同開催するということや、それから洞窟風呂や滝風呂など、魅力的な

露天風呂を生かし、お湯を楽しんでいただく企画を一般募集する準備を進めていると、

この２点を上げられておりました。最初の１点のほうですが、これはオープンの前日に

新温泉大学ということで、福知山公立大学の湯けむり同好会の方と共同で行って、関西
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テレビに少し紹介がありました。後段の洞窟風呂、滝風呂などの露天風呂を生かした企

画を一般募集して行うということがあったんですが、これについてはどうなのか、実際

行われていたのか、そこらあたりはいかがでしょう。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） もう一つのほうの、温泉活性化のプランであります。露天風呂

のデコレーションとＳＮＳによる情報発信企画を立案するため、休業中の露天風呂を活

用して設備の試験設置を実施しました。事業化に至ってはまだ未定であります。そのよ

うな状況であります。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） ちょっと私は、公募して、休館中にそういった何かイベ

ントをするというふうに受け取っておりましたが、それはちょっとこちらの受け取りの

間違いということだったでしょう。

次に、リフレッシュパークの改修後のオープンのＰＲについてですが、オープニング

イベントが大きなものだと思うんですが、そのほかのＰＲについてはどうでしょうか、

お尋ねします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 基本的には新聞折り込みであるとか、そういう媒体を使ってＰ

Ｒを行っております。町のホーム０ージ、それからフェイスブックなど、こういったも

のを主に活用しておりますし、パンフレット、とりあえず現状では新聞掲載、折り込み、

こういったものを基本に行ってきております。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 本当に３０年に１回の改修ということで、なかなかこう

いった機会はないので、そういった折を逃さずにＰＲしていただきたいと思います。

さきの定例会にも提案しましたが、ふるさと納税の体験型返礼品の中の一つとして、

リフレッシュパークゆむらの入館券と、レストラン楓のお食事券をセットとして登録す

ることはどうでしょうか。そういったことを前回の定例会で申し上げたんですが、そう

いった企画はされてないでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 今検討中であります。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 先ほど一番最初に質問された河越議員も、こういうのは

きょうできることですので、すぐにさっとすればできると思います。ぜひとも早急にし

ていただけたらと思っております。

それから、去る１０月２３日、８月末から温泉活用アイデアの募集で、町内外の１６

名の方から２１件の提案があって、部門別に審査が行われ、実現の可能性や費用対効果、

独創性、ユニークさなど、評価項目に審査した結果、それぞれ大賞や企画力賞や独創賞
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などが選ばれたと町広報などにも載っております。大賞は「おんせん天国「健康増進」

銀行で「ょ筋」しよう！」、ょ筋の「筋」は筋肉の「筋」で、温泉を利用して筋力をア

ップさせて、それをょ筋通帳、ょ筋通帳の「筋」も筋力の「筋」ですね。ためていって、

一定いを超えた場合に温泉無料券などにい換できるというような提案です。それから、

観光客増大部門の企画賞は「ナイトプール」ということで、リフレッシュパークゆむら

のプールをライトアップして、利用者の増加を図るというような提案です。それから、

健康増進部門の企画力賞は、「フレイル予防」、地域包括ケアシステムということで、

介護保険適用を検討するまでの世代に対し、温泉療法を用いた有酸素運動、筋肉増強運

動、関節稼働域運動と食事療法を開始し、医療費の抑制に努めるという提案。４つのう

ち、今上げた３つ、この３つはみんなリフレッシュパークゆむらに関することといって

も過言ではないと思います。せっかくこういういい提案が出てたので、ぜひともリニュ

ーアルされたリフレッシュパークゆむらを中心に行われるべきと思いますが、そこら辺

の可能性はどうでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 当局が説明せないけんところを説明していただいてありがとう

ございます。森田議員も河越議員も言ったらすぐできるように言われるんですけど、僕

も議員時代はそういうことを思っとったんです。ところが行政って、なかなか入ってみ

てわかったんですけど、そこに行くまではやはり一定の時間が要るということを感じて

おります。そういった事業を伴うことによるメリット、デメリット、口で言うほど簡単

ではないということも中に入って感じておりますので、そこは理解をしていただきたい

な、そんなふうに思っておりますので、ぜひとも理解をお願いしたいと思います。

それから、リフレッシュの、今言った温泉活用アイデア、いろんな方に御提案をいた

だいております。これがリフレッシュのみならず、町全体でおんせん天国の一環として

取り組んでいきたいと思っております。できるところから実施をしていきたい、そんな

思いでおります。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 時間がかかるということですが、時間というのも本当に

非情で、非常に貴重なものであって、もう過ぎた時間は戻って来ないので、そういった

戻らない時間にいろんなことが起こって、ああ、前にこうすればよかったのになという

ことにならないように、急ぐべきことは急いでいただけたらと思っております。

次の質問です。観光振興へのふるさと納税の利活用ということで、本町の旅館への直

近の日帰りも含めた入り込み客というのを資料請求しまして、地方別に見ますと、実に

４分の３以上の、７５％以上の方が近畿地方から来られたお客さん。続いて中四国が１

４％、あと東海とか関東とか、中部地方より東側は全体で８％となっております。一方

で、本町へのふるさと納税者の住所、これも資料請求しまして、見てみると、南は沖縄

から北は北海道まで広く分布しており、人数別で最も多いのが関東地方ですね、４⒉６
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％、次いで近畿が３⒈３％、中部地方が１⒉１％、九州⒌１％、中国地方⒋１％となっ

ています。つまり、実際のい流人口よりふるさと納税の寄附者という関係人口は、全国

に広範囲に広がっており、これを上手に誘導してい流人口に持っていくことが、観光の

振興、ひいては移住定住につながってくるものと思います。例えば以前にも何度か一般

質問で提案したことがありますが、当町への熱心なふるさと納税寄附者、リピーター、

そういった方を招待して、町民とのい流会を企画してはどうでしょうか、お尋ねします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 大変いいアイデアだとは思っております。検討はしたいと思い

ます。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 私もこれ、何度か提案しておって、いつもそういった答

えが返って、時がたっている、そういう状態ですので、本当にいいと思ったら、真剣に

考えていただけたらと思っております。

○議長（中井 勝君） 田中副町長。

○副町長（田中 孝幸君） ふるさと納税の返礼品については、総務省から大変厳しい基

準が設けられております。御指摘のアイデアは非常に検討させていただきたいと思いま

すけれども、一方で、ふるさと納税をした方を対象に御招待ということになると、返礼

品とみなされてしまう可能性もありますし、また、もともとの寄附者に対して、そうい

った個人情報をこういうふうに活用するということになってくると、また別の意味での

ハードルもございますので、今申し上げました検討に当たっては、何らかのハードルが

あるということも御理解をいただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 私もそれを若干は頭に入れながら、ちょっと質問させて

もらったんですが、なかなか何かをしようと思えば、やはりそういった難しい面も出て

くると思います。そこら辺も十分難関を乗り越えて、もしできるなら進めていただけた

らと思います。

また、体験型返礼品、これを用いたふるさと納税というものは、直接、このままい流

人口につながっております。本町の体験型返礼品は、昨年度は一部の旅館の宿泊券、お

食事券のみでしたが、現在、それに加わって、遊覧船体験や北前船寄港地ガイド、これ

とお食事を組み合わせた新しい返礼品も出てきました。さらなる体験型返礼品の企画は

今進んでいないのでしょうか。今このようにある体験型返礼品は、食事、宿泊、遊覧船

ガイドというような、いわゆるどっちかいうと受け身的な体験ということで、そうでは

なしにスポーツとか物づくりとか、そういった能動的な体験型返礼品も今後開発してい

くべきと思います。もちろん返礼品をつくるのは民間企業ではありますけど、やっぱり

行政の力とか、返礼品に深くかかわっている道の駅、担当の地域おこし協力隊の方も一

緒になって企画提案してつくってもらうべきと思いますが、そのあたり進行しているの
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でしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 体験型ということでは、当町にはゴルフ場があります。今現在、

ゴルフ場を体験型の一つとして推進を図っていきたいと考えております。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） ぜひともそういったものがホーム０ージに載るように望

むものであります。やはり時が勝負ということで、少しでもできるものは早くやってい

ただけたらと思います。

それでは、最後に、当町で計画されている巨大風力発電事業、冒頭に町長が、県も反

対に、強力なバックアップになってもらうという報告を受けて、私も安堵してるわけで

すが、今回、観光振興ということをメーンに質問しておりまして、観光業にもたらす影

響という視点から質問します。この巨大風力発電事業の地域に対する悪影響は、計画の

当該地域や周辺地域の住民の皆さんや、それから若い子育て世代の住民団体の皆さんが、

いろんな署名運動とか、いろんなこういう会報誌、こういったものを出されて、町民の

皆さんに周知しているわけですし、また、同僚議員の一般質問や各種団体の勉強会、そ

れからマスコミの報道などで明らかになっておりますが、実際、当該地域以外の住民の

方の関心度っていうのはまだ低いように見受けられます。しかしながら、もしこの巨大

風力発電事業が実施されたならば、一見関係がないと思われた地域や産業にもさまざま

な影響を及ぼすことが懸念されます。今回は、先ほども申しましたように、観光に対す

る影響ということに焦点を絞って質問します。

それで、まずそれに先立ちまして、この風力発電事業を計画している外資系の事業者

の対応ということでお尋ねします。ことし２月から３月にかけて行われた、事業者によ

る当該地域ごとの説明会以降の事業者の動き、それから説明会で参加者から質問があり

まして、それに対して業者がその場で答えられない場合、後日お知らせしますというよ

うな答えになっておりましたが、その回答がちゃんとなされているか。それから、町も

事業者に対してきっちりとこういったことを説明せよというようなことを申し入れして

ましたが、こういったことに対して事業者が真摯に対応しているのかお尋ねいたします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ことし２月から３月にかけて、町内２０す所で事業者による説

明会が開催なされております。その際、いろんな質問や意見をいただいておりまして、

説明不十分の面において、後日回答するということになっております。その質問に対す

る回答はありました。調査検討中である。それから、現段階では答えられないといった

内容が多く、十分な回答にはなっていないというのが現状であります。また、事業者へ

は継続して電話と確認作業を行っていますが、今のところ全く進展がない、そのような

状況になっております。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。
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○議員（６番 森田 善幸君） こういった事業者の対応見ますと、それが信頼できるに

足るかどうかということは、おのずと回答が出てくると思います。

それでは、本題に移ります。この巨大風力発電事業の工事でありますけど、今、工事

が行われると想定した場合、その工事期間中における観光産業への影響についてはどの

ようなものがあるのかお尋ねいたします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） あくまでも仮定の話になります。事業計画が進み、建設工事が

始まったと想定すると、工事に伴う大型車両などの走行がふえ、た入経路が観光拠点に

近い場所に設定された場合、観光客の移動など、影響が出ることが予想されております。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 私も町長と同感でありまして、昨年２月に、この会社か

ら経済産業大臣に送付された環境影響評価方法書の第２章に工事の内容等が若干出てお

りました。これを見ると、工期が２年半にも及んで、道路工事や造成基礎工事、据えつ

け工事、それから樹木の伐採、それから風力発電機自体の基礎地盤の掘削工事、さまざ

まな工事が行われて、巨大なクレーン車とか、あと１枚の羽根が５０メーターから６０

メーターに及ぶようなものが運ばれると、１基につき３枚、２１基ですので６３枚です

か、そういったものが運ばれるようなことで、本当に観光産業のみならず、そこを通る

地域住民の方にもすごい影響が与えられると思います。そういったことをもう少し町の

ほうも、一見関係ないと思われる住民の方にも、そういったものをちょっと説明してい

ただけたらと思います。

それから、風力発電事業の建設工事が終わった後の観光産業への影響についてはどう

でしょうか、お尋ねします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 仮に完成したとした場合、観光地から風力発電施設が見えた場

合、一部見えるわけですけど、自然豊かな景観が損なわれ、不快に感じる方がふえると

思っております。観光産業への影響については、今のところ想定できておりません。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 風車が見えるというような景観上の問題のみならず、当

然、作業道というのが四方八方、山合いにをびるわけです。その道、それから擁壁、そ

ういったものも緑の中にそういった人工物ができるというので、風車に対しては、業者

は観光地から極力見えないようにするということを言っているんですが、この作業道に

ついては何も言ってないので、そこら辺も本当に十分影響があると思いますし、あとょ

音や低周波、これらもないようなことを事業者は言っておりますが、例えば湯村の旅館

街からみても、かなり近いところに風車が建てられますので、そういった影響も考えら

れます。

それから、作業道から山奥に住む獣が作業道を伝わって町におりてくる、そういった

－６１－



ことも十分考えられます。町なかで人が獣に襲われたり、以前も熊が湯村温泉街のど真

ん中の道を通るというようなこともありました。そういったことが、この作業道ができ

ることによって頻繁に起こるような危惧もありますし、それから、国道９号線も近くに

通っております。鹿やイノシシが次々に道に出てきて衝突するような事故、そういった

ことも頻発するということも考えられます。そうなると、観光地として非常に悪い評判

が立って、観光業の衰退にもつながるということです。

このように、この巨大風力発電事業は、巨大風車の近隣の地域の方のみならず、観光

業含め、いろんな産業にも影響が及んで、また工事期間中は、先ほども申しましたよう

な巨大部品の運たのために、その経路で運たの妨げになる電線や電柱、す識、その他工

作物の移転などで経路上の住民の方の日常生活にも影響が及ぶと思います。ぜひともこ

ういったことが起こらないよう、町行政、国に対して、先ほども兵庫県が強いバックア

ップをしてくれるということもありましたが、町からも国のほうに強く要望していただ

きたいと思います。そのあたりの決意をお聞かせ願いたいと思います。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 巨大風力発電は、この町には似合わない、そのように考えてお

りますので、引き続きストップ風力発電、これは町民の思いでもありますし、そういっ

た思いを県にも国にもきっちりと訴えていきたいと思っております。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 西村町長就任後、既に１期４年の半分の２年がたちまし

た。私は早くせえ早くせえといつも言っているわけですが、今後、い流人口１５０い人

を目指して、積極的にスピーディーに行政と民間、連携して推進することを期待して、

一般質問を終わります。

最後に、もう一度観光振興について総括的な御決意をお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 新温泉町という町名にふさわしい温泉活用のまちづくり、観光

はもちろん、健康ももちろん、それからエネルギー、炭酸ガスを減らすという、そうい

ったエネルギー面の貢献も含めて推進を図っていきたいと思っております。

○議長（中井 勝君） これをもって森田善幸君の質問を終わります。

・ ・

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。本日の会議はこの辺でを会したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本日はこれをもってを会するこ

とに決定しました。

本日はこれでを会します。

次は、１２月５日木曜日午前９時から会議を開きますので、議会議事堂にお集まりく
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ださい。長時間お疲れさまでした。

午後２時１４分延会
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